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補助金の交付申請または補助金を受給される皆様へ

一般社団法人次世代自動車振興センター（「センター」という）が交付する次世代自動車充電イン

フラ整備促進事業補助金（「本補助金」という）については、国庫補助金等の公的資金を財源として

おり、社会的にその適正な執行が強く求められています。このため、センターとしても本補助金に

係る不正行為に対して厳格に対処致します。

 従って、センターが交付手続きを行う本補助金に対し交付申請される方、申請後、補助金交付が

決定し本補助金を受給される方におかれましては、以下の点につき十分にご留意された上で、本補

助金の申請または受給を行っていただきますようお願い致します。

１．本補助金の申請者がセンターに提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の

記載を行なわないで下さい。

２．充電設備に関し、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し申請者の責任の下に設置

して下さい。センターは、本補助金の交付対象として設置された充電設備について、本補助金

の交付要件を満たしているか否かは審査致しますが、安全面や法規面については何ら保証する

ものではありません。

更に、補助対象設備の保有義務期間中に、充電設備や同設備の設置に関し安全上や法規上の問

題が発生し充電設備の撤去などが求められた場合は、センターは申請者に対して保有義務期間

違反との理由で補助金の返還を求める場合があります。

３．充電設備の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申

請者の責任の下に設置して下さい。充電設備設置後に土地の使用権限がなく充電設備を撤去す

る場合には、センターは申請者に対して保有義務期間違反との理由で補助金の返還を求める場

合があります。

４．本補助金制度において規定している補助対象設備の保有義務期間は、同設備の減価償却期間と

一致しない場合もありますので、会計上及び税務上の処理の際はご注意願います。

リース契約期間が保有義務期間に満たない場合には、リース事業者がその満たない期間保有し

続けることを誓約していただくことが必要となります。

５．本補助金で取得した財産（「取得財産」という）を当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の

交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することを言う)しよ

うとするときには、事前に処分内容などにつきセンターの承認を受けなくてはなりません。な

お、センターは必要に応じて取得財産の管理状況について調査を行います。

６．偽りその他の不正な方法により、本補助金を不正に受給した疑いがある場合には、センターと

して、本補助金の受給者に対して必要に応じて現地調査などを実施します。

７．上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金にかかる交付決定の取消しを行

うと共に、受領済みの補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を

加えた額を返納いただくことになります。

８．なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30 年法律第 179 号）（いわゆる「補助金等適正化法」）の第 29 条から第 32 条において、刑

事罰を科す旨規定されています。
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I. 「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」制度の概要 

１. 制度の目的

この補助制度は、次世代自動車用充電設備の設置に関する補助などの事業を行うことにより、

設備投資などを喚起するとともに、次世代自動車の更なる普及を促進し、日本経済の下支えを図

ることを目的とします。 

２. 補助対象と対象期間

以下の４つの区分に応じて新たに充電設備を購入し設置を行う方に対して、補助金が交付され

ます。 

実際に要した充電設備機器費（充電器の購入費）および設置工事費（第４の事業は除く）に対

して補助率を乗じた額が補助金交付額となります。ただし、補助金の交付上限額を超える場合に

は、交付上限額が補助金交付額となります。 

充電設備は、原則８年間保有することが義務付けられます。保有義務期間満了前に充電設備の

処分を行うと、補助金の返納を求められることがあります。 

事業名 概要 補助対象 補助率 

第 1の事業 

自治体等が策定する充電器設置のた

めのビジョン(注１）に基づき、かつ

公共性を有する(注２）充電設備の設

置 

充電器の購入費 

および設置工事費 
２／３ 

第２の事業 
ビジョンには基づかないものの、公

共性を有する充電設備の設置 

充電器の購入費 

および設置工事費 

１／２ 第３の事業 
共同住宅や月極駐車場等への充電設

備の設置 

充電器の購入費 

および設置工事費 

第４の事業 上記以外の充電設備の設置 充電器の購入費 

（注１）「自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン」とは、都道府県および高速道路会社

が、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車（以下「ＥＶ・ＰＨＶ」という。）に必

要な充電設備を計画的に配備するために適切な設置場所等を示したもので、センターが認

めたものをいいます。ビジョンを策定している自治体等については、一般社団法人次世代

自動車振興センター（以下「センター」という。）のホームページで公表します。 

（注２）「公共性を有する」とは、以下のすべての要件を満たす必要があります。 

①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所にあること。

②充電設備の利用を他のサービス(飲食等)の利用または物品の購入を条件としていないこと

（ただし、駐車料金の徴収は可。）。

③利用者を限定していないこと（ただし、会員制などとしていてもその場で充電器利用料金を

払う方法などで充電器を利用できる場合は条件を満たすものとする。）。

（注３）補助金の交付を受けるためには第１の事業、第２の事業及び第４の事業については平成２７

　　　　年１０月３０日（金）までに、充電設備の設置工事が完了し、充電器の購入費および設置工

　　　

－1－－1－
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７ ７

－2－

事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。また第３の

事業については平成２９年４月２８日（金）までに、充電設備の設置工事が完了し、充

電器の購入費および設置工事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出する

こと が必要です。

－2－
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 (締結しようとする契約の内容が確認できるも

の）、契約書などのコピー

 (締結しようとする契約の内容が確認できる 

　もの）

   

 

 

 第１の事業、第２の事業及び第４の事業については平成２７年１０年３０日（金）までに    

  

－4－

 

設置工事を完了できるものが対象となり、また第３の事業については平成２９年４月２８
日（金）までに設置工事を完了できるものが対象となります。

ら３０日以内です（ただし、第１の事業、第２の事業及び第４の事業については、遅く
ても平成２７年１０月３０（金）までに提出する必要があり、第３の事業については
遅くても平成２９年４月２８日（金）までに提出する必要があります。）。

－4－
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４．共同申請について 

一つの申請に関し、費用を複数者で分担するなどにより、複数の契約主体がいる場合（注

１）、共同して申請を行います。 

共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行う

代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。 

また、財産処分等（注２）により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額

の全額を連帯して返納することとなります。 

なお、共同申請を行う場合には、「１．②交付申請書類一式提出」に記載されている各書類の

ほかに、以下の書類の提出が必要です。 

①共同申請書（様式２）

②共同申請者の印鑑登録証明書の写し（コピー不可）

共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの）が必要となります。た

だし、マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合は不要です。 

③本人確認資料

・ 法人（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２

条第１項第３号に定める管理組合（管理組合法人）を含む。）の場合 

共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し、現在事項全部証

明の写し、履歴事項全部証明の写しのいずれか一つ（発行後 3 ヶ月以内のもの）が必要とな

ります。 

・ 個人の場合 

１．②の「交付申請書類一式提出」に記載されている本人確認資料で代用できます。 

・ マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合 

マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）が

必要となります。 

（注１）複数の契約主体がある場合とは、例えば充電器の購入者と設置工事の発注者が異なる場

合など、当該申請において補助対象経費を支払う方が複数いる場合を指します。ただし、

リース契約がある場合には、リース契約の使用／賃借者は補助対象経費を支払う者とはみ

なしません。 

（注２）「８．財産処分の制限について」を参照してください。 

－10－



 

５．リースについて 

（１） 申請の区分 

一つの申請においてリース契約が含まれる場合は、リース会社が申請者として申請を行う場合

と、共同申請により申請を行う場合があります。 

リースの対象 
申請者 

第１～第３の事業 第４の事業 

① 充電機器のみ 共同申請 リース会社 

② 設置工事のみ 共同申請 ― 

③ 充電機器および設置工事全般 共同申請 ― 

（２） リース会社が申請する時の留意事項（共同申請にリース会社が含まれる場合も含みます。） 

・ リース契約の場合、リース会社が補助金申請者となります。リース会社が補助金を申請し、

補助金はリース会社に支払われます。 

・ リース会社は、使用／賃借人の月々のリース料金に補助金相当分の値下がりを反映させな

くてはなりません。 

・ リース契約は、保有義務期間（８年間：第４の事業で機器の本体価格が 50 万円未満の場合

を除きます。）以上の期間使用することを前提とした契約にすることが必要です。 

リース期間が保有義務期間より短くせざるを得ない場合は、リース期間満了後、使用義務

期間以上まで再リースを行うまたはリース会社が保有する旨の誓約書の提出が必要です。 

なお、リース会社が申請を行う場合には、「１．②交付申請書類一式提出」に記載されてい

る各書類のほかに、実績報告書の提出時に以下の書類が必要となります。 

①リース契約書のコピー

②月々のリース料金に補助金相当分の値下がりを反映されていることを証明する貸与料金の

算定根拠明細書（様式１２）

－11－



 

６．クレジット契約等について 

クレジット契約等とは、割賦販売法の規定による個別信用購入あっせん業者の登録を受けたク

レジット会社（注１）の扱う個別クレジット契約（注２）であって債務が完済されるまでクレジ

ット会社が目的物（充電設備）の所有権を留保するものをいいます。ただし、支払期間が２年を

超えないものに限ります。 

以下の事項をセンターと約し、遵守することを条件として、クレジット契約等を利用すること

ができます。 

①個別クレジット契約に基づく債務が完済されるまで充電設備の所有権が取扱クレジット会

社に留保されることを認めるとともに、使用者としてセンターが定めた期間は、適切に管理

を行うこと。

②補助金を受領した後、速やかに、補助金相当額を債務の支払に充当し、クレジット契約等補

助金充当報告書をセンターに提出すること。

③クレジット契約等における支払が完了した日から起算して３０日以内に、クレジット契約等

完済報告書をセンターに提出すること。

④上記①、②、③および補助金の申請に関する規定について、センターの定めに従うこと。な

お、申請者がセンターの定める事項に違反した場合は、受給した補助金を速やかに返還する

こと。

なお、クレジット契約等を行う場合には、「１．②交付申請書類一式提出」に記載されている

各書類のほかに、実績報告書の提出時、補助金の受領時、クレジット契約等における支払完了時

にそれぞれ、以下の書類の提出が必要となります。 

【実績報告書の提出時】 

①クレジット契約等による補助金受給に関する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

【補助金の受領時】 

①クレジット契約等補助金充当報告書（様式２５）

②取扱クレジット会社発行の補助金相当額を債務の支払に充当したことを証する書類のコピ

ー

【クレジット契約等における支払完了時】 

①クレジット契約等支払完済報告書（様式２６）

②取扱クレジット会社発行の支払が完了したことを証する書類のコピー

（注１）割賦販売法の規定による個別信用購入あっせん業者の登録を受けたクレジット会社の一

覧については、以下のホームページからご確認ください。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/115tourokujigyousyaitiran.

htm 

（注２）個別クレジット契約については、以下の社団法人日本クレジット協会ホームページにて

解説されておりますのでご参照ください。 

http://www.j-credit.or.jp/customer/basis/individual_method.html 

－12－
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７. 資本関係にある会社から調達を受ける場合について（利益等排除）

申請者（リースの場合はその使用者となります。）と資本関係にある会社から調達（充電器の

購入および設置工事を含む。）を受ける場合は、補助対象経費から利益相当額を排除する必要が

あります。 

その場合は、交付申請時に資本関係が分かる資料（ウェブサイトの株主情報のコピー等）を提

出してください。 

１．利益等排除の対象となる調達先 

補助金の申請者（リースの場合はその使用者となります。以下、この表で同じ。）が以下の（１）

から（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会

社の場合も含みます。）は、利益等排除の対象とします。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社

および関係会社を用います。 

（１）申請者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除きます。） 

２．利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 
原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当

該調達品の製造原価をいいます。 

（２）１００％同一の資本に属

するグループ企業からの

調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合

は、取引価格をもって補助対象経費とします。そうでない場合

は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）におけ

る売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」と

いい、売上総利益率がマイナスの場合は０とします。）をもって

取引価格から利益相当額の排除を行います。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの調

達の場合 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費およ

び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格

をもって補助対象経費とします。そうでない場合は、調達先の

直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対

する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率

がマイナスの場合は０とします。）をもって取引価格から利益相

当額の排除を行います。 
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III. 第１の事業の申請について

事業内容 
ビジョンに示された要件を満たすもので、かつ公共性を有する充電設

備の設置事業をいいます。 

補助対象者 地方公共団体、法人（独立行政法人は除く）、個人 

補助対象経費 充電器の購入費および設置工事費 

補助率 ２／３ 

１. 申請要件

第１の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となってい

ます。 

①今後、新設される充電設備（中古を除く。）であること。

②申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり

分が反映されること。

③センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供（利用頻度、使用電力量

（ｋＷｈ）等）し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを

了承すること。

④充電設備の設置およびその支払いが､平成２７年１０月３０日までに完了する見込みである

こと。

⑤申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。

⑥申請時において、充電設備の設置にかかる工事が開始されていないこと。

⑦充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。

⑧充電設備の利用を他のサービスの利用または物品の購入を条件としていないこと（ただし駐

車料金等センターが特に認める料金の徴収は可とする。）。

⑨利用者を限定していないこと。

⑩充電場所を示す案内看板を設置すること。

⑪ビジョンに示された要件を満たすものとして、設置場所を管轄する自治体等が確認を行った

ものであること。

（注）「第１～３の事業」は、設置工事開始は交付決定後である必要があります。 

申請書類（必要書類を含めて）一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知

書の発行を行います。ただし、審査に時間を要するものはこの限りではありません（別途セ

ンターから連絡を行います。）更に申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケ

ジュールを考慮してご記入ください。 

２. ビジョンの要件を満たしていることの確認方法

第１の事業の申請を行う場合、自治体等の示すビジョンと申請が適合している必要がありま

す。以下の手順に従って、自治体等の示すビジョンと申請が適合しているかの確認を、自治体

等に必ず行ってください（センターでは確認を行いません。）。 

以下の留意事項を確認してください。 

・ 自治体等のビジョン、要件を満たしていることの確認方法および連絡先は、センターなら

びに自治体等のホームページで確認できます。 
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ウ）申請者が「マンション管理組合（管理組合法人を除く）」に該当する場合 

管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）を提出して

ください。 

③ 充電器購入の見積書など

充電器購入のための見積書(締結しようとする契約の内容が確認できるもの）、注文書、契

約書等（捺印があること）のいずれか一つのコピ ーを提出してください。また、手形による

支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件（現

金、振込等）が明記されていることが必要です。 

なお、④設置工事に関する提出書類のうち「イ．設置工事業者提出の見積書(締結しよう

とする契約の内容が確認できるもの）」に充電器の購入費が記載されている場合は、省略す

ることが可能です。 

④ 設置工事に関する提出書類

以下のア～コの書類を準備して提出してください。 

補助対象となる高圧受変電設備の工事を行う場合は、キの書類を提出してください。 

「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を結び急速充電設備を設置す

る場合、コの書類を提出してください。 

◎：必ず提出が必要なもの 〇：工事内容によって提出が必要となるもの 

書類 説明 

ア．見積書（センタ

ー指定） 

（様式４） 
◎ 

●補助対象となる設置工事費を明確にするための、センター指定

の様式の見積書。イ．設置工事業者提出の見積書とは別に、設

置工事業者に作成を依頼してください。

●設置工事業者が複数ある場合は、それぞれの業者ごとに一枚ず

つ作成を依頼してください。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

イ．設置工事業者提

出の見積書 

◎ 

●設置工事業者が申請者（設置者）に提出する工事全体（補助対

象以外の工事も含む）の見積書。

●同一設置工事業者から提出される、ア．センター指定様式の見

積書と、イ．設置工事業者提出の見積書のうち、補助対象とな

る設置工事費の金額は一致する必要があります。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

●手形による支払いは認められていません。手形による支払いで

はないことの確認のため、支払条件（現金、振込等）が明記さ

れていることが必要です。

ウ．要部写真 
◎ 

●設置工事着工前の設置場所の写真等。必要となる写真詳細の内

容は、補足資料を参照願います。

エ．平面図 
◎ 

●充電設備設置場所を真上より見た図。充電設備、付帯設備のレ

イアウトが示されたもの。

オ．設置場所見取図 

◎ 

●充電設備と公道との位置関係（進入経路含む）が示されたもの。

手書きでも可。平面図に公道との位置関係が示されていれば省

略可能。

カ．電気系統図 

◎ 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電設備、あるいは、改

修・交換もしくは新設される分電盤と補助により設置される充

電器とが専用配線予定であることを示すもの。さらに現状の配

線関係を示す系統図を添付すること。
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書類 説明 

キ．高圧受変電設備

の仕様書 
〇 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電施設の仕様書（補助

により設置される充電器の負荷が示されたもの）。

●なお、現状の高圧受変電施設の仕様書を添付のこと。

（補助により設置される充電器の負荷が示されたもの）

ク．分電盤の仕様書 
◎ 

●改修・交換もしくは新設される分電盤の仕様を示すもの。

●なお、現状の分電盤の仕様書を添付のこと。

ケ．配線ルート図 
◎ 

●配線の経路、長さ、配線方法（埋設、架空など）がわかるもの。

●平面図、または電気系統図に示されていれば省略可能。

コ．電力供給対応に

かかる請求書 
〇 

●「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を

結び急速充電設備を設置する場合に、電力会社が電力引き込み

設置工事（電柱・柱状トランス・電線等）を行うことにより申

請者が負担する費用についての電力会社からの請求書。

（２） 共同申請を行う場合の提出書類 

一つの申請に関し、費用を複数者で分担するなどにより、複数の申請者がいる場合、共同し

て申請を行います。 

共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行

う代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。 

また、財産処分等により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額

を連帯して返納することとなります。 

なお、共同申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類の

ほかに、以下の書類の提出が必要です。 

①共同申請書（様式２）

②共同申請者の印鑑登録証明書の写し（コピー不可）

共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの）が必要となります。た

だし、マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合は不要です。 

③本人確認資料

・ 法人（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２

条第１項第３号に定める管理組合（管理組合法人）を含む。）の場合 

共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し（コピー不可）現

在事項全部証明の写し（コピー不可）履歴事項全部証明の写し（コピー不可）のいずれか一

つ（発行後 3 ヶ月以内のもの）が必要となります。 

・ 個人の場合 

（１）の「全体に共通の提出書類」に記載されている本人確認資料で代用できます。 

・ マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合 

マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）が

必要となります。 

（３） リース契約の場合の提出書類 

「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている書類以外の資料の提出は必要ありません。 

（４） クレジット契約の場合の提出書類 

「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている書類以外の資料の提出は必要ありません。 
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なお、領収証が不足の場合で内訳が不明のときは、設置工事費からの値引きとみなします。 

④取得財産管理台帳・取得財産明細表

・ 充電器の取得価格を記入してください。 

（２） 共同申請の場合の提出資料 

代表申請者が全ての必要書類をとりまとめて提出してください。 

（３） リース契約の場合の提出資料 

リース会社が申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書

類のほかに、以下の書類が必要となります。 

①賃貸借契約書（リース契約書）のコピー

・ リース契約成立後の契約書であることが必要です（リースの契約期間、リース料金、充電

設備の型式および製造番号等を確認します。）。 

・ 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。 

②貸与料金の算定根拠明細書（様式１２）

・ 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。 

・ 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。 

（４） クレジット契約等（※）の場合の提出書類 

クレジット契約等の場合、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほか

に、実績報告書提出時に以下の書類が必要となります。 

①クレジット契約等による補助金受給に関する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

なお、クレジット契約等の場合、実績報告書の提出の後も、以下の対応が必要となります。 

①補助金を受領した後、速やかに、補助金相当額を債務の支払に充当し、クレジット契約等補

助金充当報告書（様式２５）をセンターに提出すること。

②クレジット契約における支払が完了した日から起算して３０日以内に、クレジット契約等完

済報告書（様式２６）をセンターに提出すること。

【クレジット契約等の場合の全体的な流れ】 

タイミング 手続き 提出書類 

実績報告書の提出時 
右の書類を実績報告書に添

付して提出してください。 

①クレジット契約等による補助金受給に関

する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

補助金の受領時 

補助金を受領後、速やかに補

助金相当額をクレジット等

の返済に充当し、右の書類を

提出してください。 

①クレジット契約等補助金充当報告書（様

式２５）

②取扱クレジット会社発行の、補助金相当

額を債務の支払に充当したことを証する

書類のコピー

クレジット契約等に

おける支払完了時 

クレジット契約等における

支払が完了した日から起算

して３０日以内に、右の書類

を提出してください。 

①クレジット契約等支払完済報告書（様式

２６）

②取扱クレジット会社発行の、支払が完了

したことを証する書類のコピー

※クレジットカードによる支払は、クレジット契約等には含まれません。 
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補足資料（要部写真の説明） 

提
出
書
類 

対象となる工事 
提出の 

目的 

提出時

期 
提  出  内  容  詳  細 

項 

目 
内   容 

申

請

実

績
申 請 実 績 報 告 

要
部
写
真 

高
圧
受
変
電
設
備 

高圧受変電 

設備 

交換 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

交換した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○ 既存の変圧器の銘板 交換した変圧器の銘板 

高圧受変電 

設備 

増設 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

増設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○
既存の高圧受変電設

備の変圧器銘板 

増設した高圧受変電設備の 

変圧器銘板 

設置事実

確認 
○

既存の高圧受変電設備に 

設置した分岐装置の部分 

高圧受変電 

設備 

新設 

設置事実

確認 
○

新設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○
新設した高圧受変電設備の 

変圧器の銘板 

電
気
配
線 

分
電
盤 

改修、交

換もしく

は増設 

設置事実

の確認 
○ ○ 既存分電盤外観 

改修、交換もしくは増設後の

分電盤外観 

回路確認 ○ ○
既存分電盤の分岐ブ

レーカー部分 
増設された分岐ブレーカー 

新設 

設置事実

の確認 
○ 分電盤の外観 

回路確認 ○ 分電盤の分岐ブレーカー部分

電

源

線 

幹線改修 回路確認 ○ ○

既存幹線の仕様およ

び経路が明記されて

いる線名札など 

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

幹線新設 回路確認 ○

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

分岐線 回路確認 ○

敷設した分岐線の仕様および

経路が明記されている線名札

など 

要
部
写
真 

充
電
器
本
体
据
付 

急速充電設備

および 

普通充電設備

の据付 

設置事実

の確認 
○ 設置した充電設備の外観 

仕様確認 ○ 設置した充電設備の銘板 

通電確認 ○

設置した充電設備の電圧 

および相回転の確認（３相の

場合） 
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IV. 第２の事業の申請について

事業内容 

公共性を有する充電設備の設置事業のうち、第１の事業に該当しない

もの（自治体等の策定するビジョンの要件を満たさないもの）をいい

ます。 

補助対象者 地方公共団体、法人（独立行政法人は除く）、個人 

補助対象経費 充電器の購入費および設置工事費 

補助率 １／２ 

１. 申請要件

第２の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となってい

ます。 

①今後、新設される充電設備（中古を除く。）であること。

②申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり

分が反映されること。

③センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供（利用頻度、使用電力量

（ｋＷｈ）等）し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを

了承すること。

④充電設備の設置およびその支払いが､平成２７年１０月３０日までに完了する見込みである

こと。

⑤申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。

⑥申請時において、充電設備の設置にかかる工事が開始されていないこと。

⑦充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。

⑧充電設備の利用を他のサービスの利用または物品の購入を条件としていないこと（ただし駐

車料金等センターが特に認める料金の徴収は可とする。）。

⑨利用者を限定していないこと。

⑩充電場所を示す案内看板を設置すること。

（注）「第１～３の事業」は、設置工事開始は交付決定後である必要があります。 

申請書類（必要書類を含めて）一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知

書の発行を行います。ただし、審査に時間を要するものはこの限りではありません（別途セ

ンターから連絡を行います。）更に申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケ

ジュールを考慮してご記入ください。 

２. 交付申請時の提出書類（工事着工前）

第２の事業の補助金申請を行うには、設置工事着工前に以下の書類を準備してセンターに送

付することが必要です。 

必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下のとおりです。 

（１） 全体に共通の提出書類 

全体に共通の提出書類は以下の書類となります。 

①補助金交付申請書（様式１－２）

②申請者本人確認書類（運転免許証、登記簿謄本など）
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③充電器購入の見積書など

④設置工事に関する提出書類

以下、それぞれの書類について説明をします。 

①補助金交付申請書（様式１－２）

必要事項を全て記入し、４ヶ所に捺印してください。 

②申請者本人確認書類

本人確認書類は、申請者の区分ごとに異なります。 

なお、共同申請を行う場合は、別途必要となる書類で代用できますので、申請者本人確認

書類は省略することができます。 

ア）申請者が「法人（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４

９号）第２条第１項第３号に定める管理組合（管理組合法人）を含む。）」に該当する場合 

登記簿謄本の写し（コピー不可）現在事項全部証明の写し（コピー不可）履歴事項全部証

明の写し（コピー不可）のいずれか一つ（発行後３ヶ月以内のもの）を提出してください。 

法人からの申請は代表権をお持ちの方の名前でお願いします。なお、支店等から申請する

場合は、支店が登記されていること、および支店等の代表者が代表権をお持ちであることが

必要です。支店等の代表者が代表権をお持ちでない場合は、代表権者から申請者への委任状

を添付してください。 

イ）申請者が「個人」に該当する場合 

以下の表の書類いずれか一つを提出してください。 

書類 条件／提出方法 

運転免許証のコピー 
有効期限内のものに限ります。 

免許証の表面と裏面を一枚にコピーして提出してください。

印鑑登録証明書の写し 

（コピー不可） 
発行後 3 ヶ月以内のものに限ります。 

住民票の写し 

（コピー不可） 
発行後 3 ヶ月以内のものに限ります。 

パスポートのコピー 

有効期限内のものに限ります。 

氏名、住所が記載されたページをコピーして提出してくださ

い。 

健康保険証等（現住所

が記載されているも

の）のコピー 

有効期限内のものに限ります。 

ウ）申請者が「マンション管理組合（管理組合法人を除く。）」に該当する場合 

管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）を提出して

ください。 

③充電器購入の見積書など

充電器購入のための見積書(締結しようとする契約の内容が確認できるもの）、注文書、契約

書等（捺印があること）のいずれか一つのコピ ーを提出してください。また、手形による支

払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件（現金、

振込等）が明記されていることが必要です。 

なお、④設置工事に関する提出書類のうち「イ．設置工事業者提出の見積書(締結しようと

する契約の内容が確認できるもの）」に充電器の購入費が記載されている場合は、省略するこ

とが可能です。 
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④設置工事に関する提出書類

以下のア～コの書類を準備して提出してください。 

補助対象となる高圧受変電設備の工事を行う場合は、キの書類を提出してください。 

「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を結び急速充電設備を設置す

る場合、コの書類を提出してください。 

◎：必ず提出が必要なもの 〇：工事内容によって提出が必要となるもの 

書類 説明 

ア．見積書（センタ

ー指定） 

（様式４） 
◎ 

●補助対象となる設置工事費を明確にするための、センター指定

の様式の見積書。イ．設置工事業者提出の見積書とは別に、設

置工事業者に作成を依頼してください。

●設置工事業者が複数ある場合は、それぞれの業者ごとに一枚ず

つ作成を依頼してください。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

イ．設置工事業者提

出の見積書 

◎ 

●設置工事業者が申請者（設置者）に提出する工事全体（補助対

象以外の工事も含む）の見積書。

●同一設置工事業者から提出される、ア．センター指定様式の見

積書と、イ．設置工事業者提出の見積書のうち、補助対象とな

る設置工事費の金額は一致する必要があります。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

●手形による支払いは認められていません。手形による支払いで

はないことの確認のため、支払条件（現金、振込等）が明記さ

れていることが必要です。
ウ．要部写真 

◎ 
●設置工事着工前の設置場所の写真等。必要となる写真詳細の内

容は、補足資料を参照願います。

エ．平面図 
◎ 

●充電設備設置場所を真上より見た図。充電設備、付帯設備のレ

イアウトが示されたもの。

オ．設置場所見取図 

◎ 

●充電設備と公道との位置関係（進入経路含む）が示されたもの。

手書きでも可。平面図に公道との位置関係が示されていれば省

略可能。

カ．電気系統図 

◎ 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電設備、あるいは、改

修・交換もしくは新設される分電盤と補助により設置される充

電器とが専用配線予定であることを示すもの。さらに現状の配

線関係を示す系統図を添付すること。

キ．高圧受変電設備

の仕様書 
〇 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電施設の仕様書（補助

により設置される充電器の負荷が示されたもの）。

●なお、現状の高圧受変電施設の仕様書を添付のこと。

（補助により設置される充電器の負荷が示されたもの）

ク．分電盤の仕様書 
◎ 

●改修・交換もしくは新設される分電盤の仕様を示すもの。

●なお、現状の分電盤の仕様書を添付のこと。

ケ．配線ルート図 
◎ 

●配線の経路、長さ、配線方法（埋設、架空など）がわかるもの。

●平面図、または電気系統図に示されていれば省略可能。

コ．電力供給対応に

かかる請求書 
〇 

●「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を

結び急速充電設備を設置する場合に、電力会社が電力引き込み

設置工事（電柱・柱状トランス・電線等）を行うことにより申

請者が負担する費用についての電力会社からの請求書。
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（２） 共同申請を行う場合の提出書類 

一つの申請に関し、費用を複数者で分担するなどにより、複数の申請者がいる場合、共同し

て申請を行います。 

共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行

う代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。 

また、財産処分等により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額

を連帯して返納することとなります。 

なお、共同申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類の

ほかに、以下の書類の提出が必要です。 

①共同申請書（様式２）

②共同申請者の印鑑登録証明書の写し（コピー不可）

共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの）が必要となります。た

だし、マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合は不要です。 

③本人確認資料

・ 法人（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２

条第１項第３号に定める管理組合（管理組合法人）を含む。）の場合 

共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し（コピー不可）現

在事項全部証明の写し（コピー不可）履歴事項全部証明の写し（コピー不可）のいずれか一

つ（発行後 3 ヶ月以内のもの）が必要となります。 

・ 個人の場合 

（１）の「全体に共通の提出書類」に記載されている本人確認資料で代用できます。 

・ マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合 

マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）が

必要となります。 

（３） リース契約の場合の提出書類 

「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている書類以外の資料の提出は必要ありませ

ん。 

（４） クレジット契約の場合の提出書類 

「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている書類以外の資料の提出は必要ありませ

ん。 

（５） 資本関係のある会社から調達を受ける場合の提出書類 

資本関係のある会社から調達を受ける場合には、申請者（リースの場合は使用／賃借者）と当

該調達先との資本関係が確認できる書類を提出してください。 

（共同申請の場合は、全ての申請者について必要となります。） 

【資本関係が確認できる書類の例】 

・資本関係が確認できるウェブサイトの会社情報のコピー 

・資本関係が確認できる会社紹介パンフレットのコピー 

資本関係のある会社から調達を受ける場合には、利益等排除が適用されます。詳しくはⅡ．

７を参照してください。 
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リース会社が申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書

類のほかに、以下の書類が必要となります。 

①賃貸借契約書（リース契約書）のコピー

・ リース契約成立後の契約書であることが必要です（リースの契約期間、リース料金、充電

設備の型式および製造番号等を確認します。）。 

・ 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。 

②貸与料金の算定根拠明細書（様式１２）

・ 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。 

・ 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。 

（４） クレジット契約等（※）の場合の提出書類 

クレジット契約等の場合、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほか

に、実績報告書提出時に以下の書類が必要となります。 

①クレジット契約等による補助金受給に関する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

なお、クレジット契約等の場合、実績報告書の提出の後も、以下の対応が必要となります。 

①補助金を受領した後、速やかに、補助金相当額を債務の支払に充当し、クレジット契約等補

助金充当報告書（様式２５）をセンターに提出すること。

②クレジット契約における支払が完了した日から起算して３０日以内に、クレジット契約等完

済報告書（様式２６）をセンターに提出すること。

【クレジット契約等の場合の全体的な流れ】 

タイミング 手続き 提出書類 

実績報告書の提出時 
右の書類を実績報告書に添

付して提出してください。 

①クレジット契約等による補助金受給に関

する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

補助金の受領時 

補助金を受領後、速やかに補

助金相当額をクレジット等

の返済に充当し、右の書類を

提出してください。 

①クレジット契約等補助金充当報告書（様

式２５）

②取扱クレジット会社発行の、補助金相当

額を債務の支払に充当したことを証する

書類のコピー

クレジット契約等に

おける支払完了時 

クレジット契約等における

支払が完了した日から起算

して３０日以内に、右の書類

を提出してください。 

①クレジット契約等支払完済報告書（様式

２６）

②取扱クレジット会社発行の、支払が完了

したことを証する書類のコピー

※クレジットカードによる支払は、クレジット契約等には含まれません。
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補足資料（要部写真の説明） 

提
出
書
類 

対象となる工事 
提出の 

目的 

提出時

期 
提  出  内  容  詳  細 

項 

目 
内   容 

申

請

実

績
申 請 実 績 報 告 

要
部
写
真 

高
圧
受
変
電
設
備 

高圧受変電 

設備 

交換 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

交換した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○ 既存の変圧器の銘板 交換した変圧器の銘板 

高圧受変電 

設備 

増設 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

増設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○
既存の高圧受変電設

備の変圧器銘板 

増設した高圧受変電設備の 

変圧器銘板 

設置事実

確認 
○

既存の高圧受変電設備に 

設置した分岐装置の部分 

高圧受変電 

設備 

新設 

設置事実

確認 
○

新設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○
新設した高圧受変電設備の 

変圧器の銘板 

電
気
配
線 

分
電
盤 

改修、交

換もしく

は増設 

設置事実

の確認 
○ ○ 既存分電盤外観 

改修、交換もしくは増設後の

分電盤外観 

回路確認 ○ ○
既存分電盤の分岐ブ

レーカー部分 
増設された分岐ブレーカー 

新設 

設置事実

の確認 
○ 分電盤の外観 

回路確認 ○ 分電盤の分岐ブレーカー部分

電

源

線 

幹線改修 回路確認 ○ ○

既存幹線の仕様およ

び経路が明記されて

いる線名札など 

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

幹線新設 回路確認 ○

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

分岐線 回路確認 ○

敷設した分岐線の仕様および

経路が明記されている線名札

など 

要
部
写
真 

充
電
器
本
体
据
付 

急速充電設備

および 

普通充電設備

の据付 

設置事実

の確認 
○ 設置した充電設備の外観 

仕様確認 ○ 設置した充電設備の銘板 

通電確認 ○

設置した充電設備の電圧 

および相回転の確認（３相の

場合） 
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V. 第３の事業の申請について 

事業内容 共同住宅や月極駐車場等への充電設備の設置事業をいいます。 

補助対象者 地方公共団体、法人（独立行政法人は除く）、個人 

補助対象経費 充電器の購入費および設置工事費 

補助率 １／２ 

１. 申請要件

第３の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となってい

ます。 

①今後、新設される充電設備（中古を除く。）であること。

②申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり

分が反映されること。

③センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供（利用頻度、使用電力量

（ｋＷｈ）等）し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを

了承すること。

④充電設備の設置およびその支払いが､平成２９年４月２８日（金）までに完了する見

込みであること。

⑤申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。

⑥申請時において、充電設備の設置にかかる工事が開始されていないこと。

⑦月極駐車場等に設置されるものにあっては、充電設備の利用者が当該月極駐車場等を賃借し

ている者に限られる場合に限る。ただし月極駐車場等を賃借していることで使用が可能とな

る共有区域に設置される充電設備については、この限りではない。

（注）「第１～３の事業」は、設置工事開始は交付決定後である必要があります。 

申請書類（必要書類を含めて）一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知

書の発行を行います。ただし、審査に時間を要するものはこの限りではありません（別途セ

ンターから連絡を行います。）更に申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケ

ジュールを考慮してご記入ください。 

○共同住宅の駐車場とは

共同住宅とは、分譲・賃貸マンション、集合住宅、アパート等（２世帯住宅は含まれませ

ん。）をいい、「共同住宅の駐車場」とは、共同住宅に併設された駐車場で主に居住者が利

用する駐車場をいいます。 

○月極駐車場等とは

「月極駐車場等」とは、一箇月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいいます。 
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管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会の議事録など）を提出して

ください。 

③充電器購入の見積書など

充電器購入のための見積書(締結しようとする契約の内容が確認できるもの）、注文書、

契約書等（捺印があること）のいずれか一つのコピ ーを提出してください。また、手形に

よる支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件

（現金、振込等）が明記されていることが必要です。 

なお、④設置工事に関する提出書類のうち「イ．設置工事業者提出の見積書(締結しよう

とする契約の内容が確認できるもの）」に充電器の購入費が記載されている場合は、省略す

ることが可能です。 

④設置工事に関する提出書類

以下のア～コの書類を準備して提出してください。 

補助対象となる高圧受変電設備の工事を行う場合は、キの書類を提出してください。 

「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を結び急速充電設備を設置す

る場合、コの書類を提出してください。 

◎：必ず提出が必要なもの 〇：工事内容によって提出が必要となるもの 

書類 説明 

ア．見積書（センタ

ー指定） 

（様式４） 
◎ 

●補助対象となる設置工事費を明確にするための、センター指定

の様式の見積書。イ．設置工事業者提出の見積書とは別に、設

置工事業者に作成を依頼してください。

●設置工事業者が複数ある場合は、それぞれの業者ごとに一枚ず

つ作成を依頼してください。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

イ．設置工事業者提

出の見積書 

◎ 

●設置工事業者が申請者（設置者）に提出する工事全体（補助対

象以外の工事も含む）の見積書。

●同一設置工事業者から提出される、ア．センター指定様式の見

積書と、イ．設置工事業者提出の見積書のうち、補助対象とな

る設置工事費の金額は一致する必要があります。

●見積書の有効期間は原則として３か月以上としてください。

●手形による支払いは認められていません。手形による支払いで

はないことの確認のため、支払条件（現金、振込等）が明記さ

れていることが必要です。
ウ．要部写真 

◎ 
●設置工事着工前の設置場所の写真等。必要となる写真詳細の内

容は、補足資料を参照願います。

エ．平面図 
◎ 

●充電設備設置場所を真上より見た図。充電設備、付帯設備のレ

イアウトが示されたもの。

オ．設置場所見取図 

◎ 

●充電設備と公道との位置関係（進入経路含む）が示されたもの。

手書きでも可。平面図に公道との位置関係が示されていれば省

略可能。

カ．電気系統図 

◎ 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電設備、あるいは、改

修・交換もしくは新設される分電盤と補助により設置される充

電器とが専用配線予定であることを示すもの。さらに現状の配

線関係を示す系統図を添付すること。

キ．高圧受変電設備

の仕様書 〇 

●交換・増設もしくは新設される高圧受変電施設の仕様書（補助

により設置される充電器の負荷が示されたもの）。

●尚、現状の高圧受変電施設の仕様書を添付のこと。
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書類 説明 

（補助により設置される充電器の負荷が示されたもの） 

ク．分電盤の仕様書 
◎ 

●改修・交換もしくは新設される分電盤の仕様を示すもの。

●なお、現状の分電盤の仕様書を添付のこと。

ケ．配線ルート図 
◎ 

●配線の経路、長さ、配線方法（埋設、架空など）がわかるもの。

●平面図、または電気系統図に示されていれば省略可能。

コ．電力供給対応に

かかる請求書 
〇 

●「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を

結び急速充電設備を設置する場合に、電力会社が電力引き込み

設置工事（電柱・柱状トランス・電線等）を行うことにより申

請者が負担する費用についての電力会社からの請求書。

（２） 共同住宅の駐車場に充電設備を設置する場合の提出書類 

共同住宅の駐車場に充電設備を設置する場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載

されている書類の他に、共同住宅であることを証する以下の書類の提出が必要です。 

①建築確認通知書、建築基準法第６条第１２項の規定による確認済証等で共同住宅であること

が明記されている書類のコピー

②共同住宅の賃貸借契約書のコピー

③上記資料の添付ができない場合は、センターで定める誓約書（様式５）

本誓約書を提出した場合には、①もしくは②の提出が可能になった時点で、速やかにセン

ターで定める様式２７で提出する必要があります。 

（３） 月極駐車場等へ充電設備を設置する場合の提出資料 

月極駐車場等へ充電設備を設置する場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載され

ている書類の他に月極駐車場等であることを証する以下の書類の提出が必要です。 

①月極駐車場等の賃貸借契約書のコピー

②上記資料の添付ができない場合は、センターで定める誓約書（様式５）

本誓約書を提出した場合には、①の提出が可能になった時点で速やかにセンターの定める

様式２７で提出する必要があります。 

（４） 共同申請を行う場合の提出書類 

一つの申請に関し、費用を複数者で分担するなどにより、複数の申請者がいる場合、共同し

て申請を行います。 

共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行

う代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。 

また、財産処分等により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額

を連帯して返納することとなります。 

なお、共同申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類の

ほかに、以下の書類の提出が必要です。 

①共同申請書（様式２）

②共同申請者の印鑑登録証明書の写し（コピー不可）

共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの）が必要となります。た

だし、マンション管理組合（管理組合法人を除く。）の場合は不要です。 

③本人確認資料

・ 法人（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２
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３. 実績報告時の提出書類（工事完了および費用支払い完了後）

提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日か

ら３０日以内です（ただし、遅くても平成２９年４月２８日（金）までに提出する必要があり

ます。）。 

必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。 

（１） 全体に共通の提出書類 

実績報告書提出時に必要な書類は以下のとおりです。 

①実績報告書（様式７－３）

②充電機器購入の証憑

③設置工事の完了を証する書類

④取得財産管理台帳・取得財産明細表（様式１１）

以下、それぞれの書類について説明をします。 

①実績報告書（様式７－３）

・ 必要事項を全て記入し、３ヶ所に捺印してください。 

②充電器購入の証憑

・ 充電器本体購入の領収証（コピー）ならびに、新規に購入された充電設備であることが分

かる書類（保証書、納品書等）の提出が必要となります。（注１） 

・ 充電器本体の価格が記載されている証憑（内訳明細書、契約書、注文書、請求書等）のコ

ピーを提出してください（支払証憑で充電器本体の価格（設置工事費等および消費税を除

いた金額）が確認出来る場合は不要です。）。（注２） 

・ 複数設置した場合は、個々の本体の価格が分かる様にしてください。 

（注１）クレジットカードでの一括支払いにより支払が完了している場合は、補助対象経費を完

済していることが分かる書類（明細書のコピー等）が必要となります。 

（注２）領収証が不足の場合で内訳が不明のときは、充電器本体からの値引きとみなします。 

③設置工事の完了を証する書類

・ 充電設備設置関連工事完了報告書（様式９）を、設置工事完了後に工事業者に作成を依頼

して、書類一式を提出してください。 

・ 設置工事の実施前後の状況がわかる写真を添付してください。スペースが足りない場合は、

別紙添付も可です。 

・ 様式９以外に必要となる書類、添付資料は以下のとおりです。 

◎：必ず提出が必要なもの 〇：工事内容によって提出が必要となるもの 

必要な書類 補足説明 

ア．センター提出用工事実績

内訳確認書（様式１０） 
◎ 

補助対象となる設置工事の区分ごと、定められた工事内容

ごとに、設置工事費の実績を記入するもの。 

イ．設置工事業者が申請者（設

置者）に提出する請求書

（工事内訳が添付された

もの） 

◎ 
センターが補助対象工事以外の工事費用を含む、工事業者

が申請者（設置者）に請求する請求書。 

ウ．要部写真 ◎ 
充電施設が設置された現状を証明する写真。  

参考様式を用い、設置前・完成後の対比が必要となるもの
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リース会社が申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書

類のほかに、以下の書類が必要となります。 

①賃貸借契約書（リース契約書）のコピー

・ リース契約成立後の契約書であることが必要です（リースの契約期間、リース料金、充電

設備の型式および製造番号等を確認します。）。 

・ 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。 

②貸与料金の算定根拠明細書（様式１２）

・ 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。 

・ 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。 

（４） クレジット契約等（※）の場合の提出書類 

クレジット契約等の場合、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほか

に、実績報告書提出時に以下の書類が必要となります。 

①クレジット契約等による補助金受給に関する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

なお、クレジット契約等の場合、実績報告書の提出の後も、以下の対応が必要となります。 

①補助金を受領した後、速やかに、補助金相当額を債務の支払に充当し、クレジット契約等補

助金充当報告書（様式２５）をセンターに提出すること。

②クレジット契約における支払が完了した日から起算して３０日以内に、クレジット契約等完

済報告書（様式２６）をセンターに提出すること。

【クレジット契約等の場合の全体的な流れ】 

タイミング 手続き 提出書類 

実績報告書の提出時 
右の書類を実績報告書に添

付して提出してください。 

①クレジット契約等による補助金受給に関

する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

補助金の受領時 

補助金を受領後、速やかに補

助金相当額をクレジット等

の返済に充当し、右の書類を

提出してください。 

①クレジット契約等補助金充当報告書（様

式２５）

②取扱クレジット会社発行の、補助金相当

額を債務の支払に充当したことを証する

書類のコピー

クレジット契約等に

おける支払完了時 

クレジット契約等における

支払が完了した日から起算

して３０日以内に、右の書類

を提出してください。 

①クレジット契約等支払完済報告書（様式

２６）

②取扱クレジット会社発行の、支払が完了

したことを証する書類のコピー

※・・・クレジットカードによる支払は、クレジット契約等には含まれません。 
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補足資料（要部写真の説明） 

提
出
書
類 

対象となる工事 
提出の 

目的 

提出時

期 
提  出  内  容  詳  細 

項 

目 
内   容 

申

請

実

績
申 請 実 績 報 告 

要
部
写
真 

高
圧
受
変
電
設
備 

高圧受変電 

設備 

交換 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

交換した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○ 既存の変圧器の銘板 交換した変圧器の銘板 

高圧受変電 

設備 

増設 

設置事実

確認 
○ ○

既存の高圧受変電 

設備の外観 

増設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○ ○
既存の高圧受変電設

備の変圧器銘板 

増設した高圧受変電設備の 

変圧器銘板 

設置事実

確認 
○

既存の高圧受変電設備に 

設置した分岐装置の部分 

高圧受変電 

設備 

新設 

設置事実

確認 
○

新設した高圧受変電設備の 

外観 

仕様確認 ○
新設した高圧受変電設備の 

変圧器の銘板 

電
気
配
線 

分
電
盤 

改修、交

換もしく

は増設 

設置事実

の確認 
○ ○ 既存分電盤外観 

改修、交換もしくは増設後の

分電盤外観 

回路確認 ○ ○
既存分電盤の分岐ブ

レーカー部分 
増設された分岐ブレーカー 

新設 

設置事実

の確認 
○ 分電盤の外観 

回路確認 ○ 分電盤の分岐ブレーカー部分

電

源

線 

幹線改修 回路確認 ○ ○

既存幹線の仕様およ

び経路が明記されて

いる線名札など 

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

幹線新設 回路確認 ○

敷設した幹線の仕様および経

路が明記されている線名札な

ど 

分岐線 回路確認 ○

敷設した分岐線の仕様および

経路が明記されている線名札

など 

要
部
写
真 

充
電
器
本
体
据
付 

急速充電設備

および 

普通充電設備

の据付 

設置事実

の確認 
○ 設置した充電設備の外観 

仕様確認 ○ 設置した充電設備の銘板 

通電確認 ○

設置した充電設備の電圧 

および相回転の確認（３相の

場合） 
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VI. 第４の事業の申請について

事業内容 
第１の事業、第２の事業および第３の事業のいずれにも該当しない充

電設備の設置事業をいいます。 

補助対象者 地方公共団体、法人（独立行政法人は除く）、個人 

補助対象経費 充電器の購入費 

補助率 １／２ 

１. 申請要件

第４の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となってい

ます。 

①今後、新設される充電設備（中古を除く。）であること。

②申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり

分が反映されること。

③センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供（利用頻度、使用電力量

（ｋＷｈ）等）し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを

了承すること。

④充電設備の設置およびその支払いが､平成２７年１０月３０日までに完了する見込みである

こと。

⑤申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。

（注）「第４の事業」は、申請前または交付決定前に設置工事を開始していても構いませんが、設

置工事完了は、（「第１～３の事業」と同様に）交付決定後である必要があります。申請書

類（必要書類を含めて）一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知書の

発行を行います。ただし、審査に時間を要するものはこの限りではありません（別途セン

ターから連絡を行います。）更に申請書の設置工事完了予定日を記入する際にはこのスケ

ジュールを考慮してご記入ください。 

２. 交付申請時の提出書類（工事完了前）

第４の事業の補助金申請を行うには、設置工事完了前に以下の書類を準備してセンターに送

付することが必要です。 

必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。 

（１） 全体に共通の提出書類 

全体に共通の提出書類は以下の書類となります。 

①補助金交付申請書（様式１－４）

②申請者本人確認書類（運転免許証、登記簿謄本など）

③充電器購入の見積書など

以下、それぞれの書類について説明をします。 

①補助金交付申請書（様式１－４）
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（締結しようとする契約の内容が確認できるもの）
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（４） 資本関係のある会社から調達を受ける場合の提出書類 

資本関係のある会社から調達を受ける場合には、申請者（リースの場合は使用／賃借者）と当

該調達先との資本関係が確認できる書類を提出してください。 

【資本関係が確認できる書類の例】 

・資本関係が確認できるウェブサイトの会社情報のコピー 

・資本関係が確認できる会社紹介パンフレットのコピー 

資本関係のある会社から調達を受ける場合には、利益等排除が適用されます。詳しくはⅡ．

７を参照してください。 

３. 実績報告時の提出書類（工事完了および費用支払い完了後）

提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から

３０日以内です（ただし、平成２７年１０月３０日までに提出する必要があります。）。 

必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。 

（１） 実績報告書提出時に全体に共通の提出書類 

実績報告書提出時に必要な書類は以下のとおりです。 

①実績報告書（様式７－４）

②充電設備機器設置完了を証する書類

③取得財産管理台帳・取得財産明細表（様式１１）

以下、それぞれの書類について説明をします。 

①実績報告書（様式７－４）

・ 必要事項を全て記入し、３ヶ所に捺印してください 

②充電設備機器設置完了を証する書類

・ 充電設備機器設置完了報告書（様式８）を、充電設備の設置完了後に設置業者が作成して、

設置工事完了の証明をしてください。 

・ 充電設備設置代金の支払証憑を提出してください。 

・ 充電設備の設置状況がわかる下記の写真を添付してください。スペースが足りない場合は、

別紙添付も可です。 

・全体写真 ・「型式番号」および「製造番号」の記載部分の写真 など 

「充電設備設置」代金支払い証憑等は以下に留意してください。 

・ 支払証憑（コピー）は、申請者宛の領収証（申請者が受け取ったもののコピー）、または、

銀行振込等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込証明書のコピー（振込金受取

書等のコピー）等を提出してください。 

・ 充電器本体の価格が記載されている証憑（内訳明細書、契約書、注文書、請求書等）のコ

ピーを提出してください（支払証憑で充電器本体の価格（工事費等および消費税を除いた

金額）が確認出来る場合は不要です。）。 

・ 複数設置した場合は、個々の本体の価格が分かる様にしてください。 

・ 新規に購入された充電設備であることが分かる書類（保証書、納品書等）の提出が必要と

なります。 

※領収証が不足の場合で内訳が不明のときは、充電器本体からの値引きとみなします。 
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※クレジットカードでの一括支払いにより支払が完了している場合は、補助対象経費を完済

していることが分かる書類（明細書のコピー等）が必要となります。 

③取得財産管理台帳・取得財産明細表

・ 充電器の取得価格を記入してください。 

（２） リース契約の場合の提出資料 

リース会社が申請を行う場合には、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書

類のほかに、以下の書類が必要となります。 

①賃貸借契約書（リース契約書）のコピー

・ リース契約成立後の契約書であることが必要です（リースの契約期間、リース料金、充電

設備の型式および製造番号等を確認します。）。 

・ 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。 

②貸与料金の算定根拠明細書（様式１２）

・ 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。 

・ 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。 

（３） クレジット契約等（※）の場合の提出書類 

クレジット契約等の場合、「（１）全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほか

に、実績報告書提出時に以下の書類が必要となります。 

①クレジット契約等による補助金受給に関する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

なお、クレジット契約等の場合、実績報告書の提出の後も、以下の対応が必要となります。 

①補助金を受領した後、速やかに、補助金相当額を債務の支払に充当し、クレジット契約等補

助金充当報告書（様式２５）をセンターに提出すること。

②クレジット契約における支払が完了した日から起算して３０日以内に、クレジット契約等完

済報告書（様式２６）をセンターに提出すること。

【クレジット契約等の場合の全体的な流れ】 

タイミング 手続き 提出書類 

実績報告書の提出時 
右の書類を実績報告書に添

付して提出してください。 

①クレジット契約等による補助金受給に関

する取決書（様式２４）

②クレジット契約等の契約書のコピー

補助金の受領時 

補助金を受領後、速やかに補

助金相当額をクレジット等

の返済に充当し、右の書類を

提出してください。 

①クレジット契約等補助金充当報告書（様

式２５）

②取扱クレジット会社発行の、補助金相当

額を債務の支払に充当したことを証する

書類のコピー

クレジット契約等に

おける支払完了時 

クレジット契約等における

支払が完了した日から起算

して３０日以内に、右の書類

を提出してください。 

①クレジット契約等支払完済報告書（様式

２６）

②取扱クレジット会社発行の、支払が完了

したことを証する書類のコピー

※・・・クレジットカードによる支払は、クレジット契約等には含まれません。 
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VII. 計画変更・申請取り下げ等の手続き

１. 交付申請取り下げ

申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた後、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容

またはこれに付された条件に不服があることにより、当該申請を取り下げようとするときは、

当該通知を受けた日から起算して７日以内にセンターが定める「補助金交付申請取下書」（様式

１４）をセンターに提出する必要があります。 

なお交付申請の取り下げにより申請内容の全部または一部を継続する必要がなくなった場合、

センターはその内容を「交付決定通知取消通知書」（様式２０）により通知します。 

２. 計画変更

補助金交付決定通知を受けた後、申請内容に変更がある場合は、変更届出書または計画変更

等承認申請書の提出が必要となる場合があります。 

変更内容により、①変更届の提出が不要な「極めて軽微な変更」、②変更届出書の提出が必要

な「軽微な変更」および③計画変更承認申請書の提出が必要な「重要な変更」の３つに区分され

ます。 

変更の区分 変更内容の例 提出書類 

① 極めて軽微な変更 
 設備・機器などの変更がなく、設置場所の微細な変

更などで、全体の工事内容に大きな変更が無い場合。 
― 

② 軽微な変更 

 申請者の法人名や代表者名の変更がある場合。

 申請者の住所変更がある場合。

 充電器の基数の変更がある場合。

 設備・機器や全体の工事内容に変更がある場合で、

設備設置補助額の変更が３０％未満となる場合。

変更届出書 

（様式１５）

③ 重要な変更 

 共同申請者に変更がある場合。

 充電設備機器の機種の変更がある場合。

 設備・機器や全体の工事内容に変更がある場合で、

設備設置補助額の変更が３０％以上となる場合。

計画変更承認

申請書 

（様式１６）

・ 「変更届出書」は、変更が決定したときに速やかに提出してください。 

・ 「計画変更承認申請書」は事前にセンターに提出し、計画変更承認通知書によりセンター

の承認を受けてください。 

３. 遅延等報告

当該設備設置が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は困難となった

場合は、速やかに「遅延等報告書」（様式１８）をセンターに提出する必要があります。 

書類は、設置工事完了予定日までに、速やかに届け出てください。ただし、最終期限は 第１

の事業、第２の事業及び第４の事業については平成２７年１０月３０（金）、第３の事業につ

いては平成２９年４月２８日（金）となります。
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４. 実施状況報告

交付の決定の通知を受けた後、当該設備設置の実施状況についてセンターが報告を求めた場

合は、「実施状況報告書」（様式１９）を、センターが要求する期日までに提出必要があります。 
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（別表５）設備設置に係る実績報告に必要な添付書類 

①充電設備設置代金支払証憑の写し（注）

②充電設備を貸与する目的で取得するものについては、充電設備貸借契約書の写し

③取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の写し

④充電設備設置の完了を確認できる書類

⑤充電設備設置中および終了後の要部写真

⑥その他センターが定めるもの

（注）支払証憑の写しは、申請者宛ての領収証（購入者が受け取ったものの写し）、又は銀行

振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書（振込金受取書等の写

し）等とする。支払証憑の写しには次のものを含む。 

・コンピューターによる振込みの場合には、領収証又は銀行発行の「振込み受託書」（写し、

振込完了が記載されているもの）。 

（別表６）承認を受けて行われる処分のうち、センターが特に認めるもの 

次に掲げる処分（譲渡しの場合にあっては、補助金の交付に係る権利義務の承継について、

当該譲渡しを受けた者との合意がある場合に限る。）。 

１ 住宅及び建築物等に充電設備が設置された場合における、当該住宅及び建築物等の譲

渡しと併せて行われる当該充電設備の譲渡し。 

２ 申請者が所有していない土地に充電設備が設置される場合において、当該土地所有者

の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該充電設備の処分であって、処分後も引き

続き当該充電設備が本補助目的の達成を図るために利用されるものとしてセンターが認

めるもの。 

３ その他センターが充電設備の普及の促進に特に必要と認める処分。 
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次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金

業務実施細則

（趣旨）

第１条 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が、次世代自動

車用充電設備の設置に対する助成金（以下「補助金」という。）を交付する業務は、次世代自

動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程（以下「交付規程」という。）に定めるものの

ほか、交付規程によりセンターが定めるこの業務実施細則（以下「実施細則」という。）によ

る。ただし、第１の事業に関する手続きについてはセンターが別に定める。

（用語）

第２条 実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。

２ 「高機能急速充電設備」とは、蓄電機能や契約電力に応じた充電電流制御機能等の充電設備

の運用にかかる費用の低減に資する機能、課金機能又はＶ２Ｈ機能を備えた急速充電器をいう。

３ 「高機能普通充電設備」とは、蓄電機能や契約電力に応じた充電電流制御機能等の充電設備

の運用にかかる費用の低減に資する機能、課金機能又はＶ２Ｈ機能を備えた普通充電器をいう。

４ 「共同申請」とは、一つの申請に関し、複数の申請者がいる場合、手続きの代表者を定めた

上で共同して申請することをいう。

５ 「特別な仕様に基づく工事」とは、当該設置場所を管轄する国・自治体等が充電設備につい

て特別に適用を指示する規格及び仕様に基づいて工事を行う必要がある場合で、特にセンター

が認める工事をいう。

６ クレジット契約等とは、割賦販売法第３５条の３の２３の規定による個別信用購入あっせん

業者の登録を受けた法人（以下「クレジット会社」という。）の扱う個別クレジット契約であ

って、債務が完済されるまでクレジット会社が目的物の所有権を留保するものをいう（ただし、

支払期間が２年を超えないものに限る。）。

（補助金交付上限額）

第３条 交付規程別表２の充電設備に係る補助金交付の交付上限額の範囲としてセンターが定め

る金額は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める金額とする。ただし、高温地又は

寒冷地において使用される仕様の急速充電設備については、第一号から第四号までに定める金

額及びその仕様差を考慮しつつ、第１の事業においては３３３万円、第２の事業、第３の事業

及び第４の事業においては２５０万円を超えない範囲でセンターが個別に判断する。

充電設備の種類、出力及び補助率ごとの補助金上限額を以下に示す。

一 高機能急速充電器

第１の事業 ３３３万円

 第２の事業、第３の事業、第４の事業 ２５０万円

二 定格出力が５０キロワット以上の急速充電設備

第１の事業 ２３３万円

第２の事業、第３の事業、第４の事業 １７５万円
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三 定格出力が３０キロワット以上かつ５０キロワット未満の急速充電設備

第１の事業 １６６万円

第２の事業、第３の事業、第４の事業 １２５万円

四 定格出力が１０キロワット以上かつ３０キロワット未満の急速充電設備

第１の事業 １３３万円

第２の事業、第３の事業、第４の事業 １００万円

五 高機能普通充電設備

第１の事業 ５３万円

第２の事業、第３の事業、第４の事業 ４０万円

六 普通充電設備

第１の事業 ２６万円

第２の事業、第３の事業、第４の事業 ２０万円

２ 交付規程第５条第１項に規定により充電設備の仕様（以下「銘柄」という。）及び設置工事

の詳細項目ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別表１のとおりとする。

（補助金の交付申請）

第４条 交付規程第６条第１項に規定するセンターが指定する日は、平成２７年２月２７（金）

　とする。

２ 交付規程別表４に掲げる申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表２のと

おりとする。

３ 共同申請を行う場合にあっては、交付規程第６条第１項の規定による交付申請と同時に、以

下の各号を定めた、センターが定める様式による共同申請書をセンターに提出しなければなら

ない。

一 交付規程及び実施細則に規定される一切の手続きを代表して行う代表者を定めること。

二 交付規程第１４条第２項の規定に従って補助金の交付を受けた場合は、他の共同申請者に

対して速やかに当該他の共同申請者が受領すべき補助金相当額を支払うこと。

三 交付規程及び実施細則の規定により補助金の返納義務が発生した場合は、共同申請者はそ

の返納額の全額を連帯して返納すること。

４ 前項に規定する共同申請書を提出するにあたっては、以下の各号に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

一 全ての共同申請者の印鑑登録証明書（発行から三ヶ月以内のもの、写し。）

二 共同申請者が法人にあっては登記簿謄本、現在事項全部証明書等（発行から三ヶ月以内の

もの。）

三 共同申請者がマンション管理組合（管理組合法人を除く。）にあっては、マンション管理

組合の現在の理事長が選任されたことを証する書類の写し

５ 申請者は、交付規程別表２の特別な仕様に基づく工事に該当するものとして申請しようとす

るときは、交付規程第６条第１項の規定による交付申請と同時に、センターが定める様式によ

る「特別な仕様に基づく工事」申請事由書を、その関係する規格書又は仕様書を添付してセン

ターに提出しなければならない。
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（補助対象経費及び補助金交付額の計算方法）

第５条 補助金交付額は、充電設備機器費と設置工事費について別々に計算し、それらを合計し

て算出する。

２ 充電設備機器費については、充電設備にかかる本体価格に補助率を乗じた額（１万円未満の額

は切り捨て。）と、別表１に定める当該充電設備と同一の銘柄の補助金交付上限額のいずれか

低い方を補助金交付額とする。ただし、交付規程第７条第１項の規定による交付決定通知書の

記載内容に対して、交付規程第１２条第１項の規程による実績報告書に記載された補助対象経

費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。

３ 設置工事費については、交付規程別表１に定める補助対象経費の内訳の項目毎に補助対象経

費を集計したものに交付規程別表１に定める補助率を乗じた額（１円未満の額は切り捨て。）

と、別表１-２に定める工事項目ごとの補助上限額のいずれか低い方の額をそれぞれ算出し、そ

れらを合計した額（１万円未満の額は切り捨て。）と、交付規程別表２に定める補助金交付上

限額のいずれか低い方を補助金交付額とする。ただし、前項ただし書きを準用するものと

する。

４  前項の規定にかかわらず、交付規程別表１に定める補助対象経費の内訳の項目毎に補助対

象経費を集計したものに交付規程別表１に定める補助率を乗じた額（１円未満の額は切り捨

て。）が、別表１－２に定める工事項目ごとの補助上限額を上回る場合でセンターが特に認め

るものについては、別表１－２に定める工事項目ごとの補助上限額を上回ることができる。た

だし、補助金交付額は交付規程別表２に定める補助金交付上限額を超えることはできない。

５　申請者は、前項に該当するものとして申請をしようとするときは、交付規程第６条第１項

の規定による交付申請と同時に、センターが定める様式による「工事項目ごとの補助上限額超

過を含む工事」の申請を、センターに提出しなければならない。

（利益等排除の方法）

第６条 交付規程第６条第２項第五号に規定する利益等排除の方法は別表３に定める。

（交付の決定等）

第７条 センターは、交付規程第７条第１項の審査をするにあたり国が認めた計画又はこれに準

じたものに基づき、充電設備の普及を促進する地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施

できるよう十分に配慮するものとする。

（計画変更の承認等）

第８条 センターは、交付規程第７条第２項の修正、同条第３項の条件、第９条の計画変更の承

認その他の理由により、当初の申請に係る補助対象経費が増減する場合、原則として減額のみ

を認め、増額は認めないものとする。

２ センターは、交付規程第９条の計画変更の内容が、軽微な変更であると認められる場合は、計

画変更の承認申請によらず、届出とすることができる。
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（実績報告書等）

第９条 交付規程第１２条第１項のセンターが別に定める日は、第１の事業、第２の事業及び第

　４の事業については平成２７年１０月３０日（金）とし、第３の事業については平成２９年４

　月２８日（木）までとする。

２ 交付規程別表５に掲げる設備設置に係る実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定める

 ものは、別表４のとおりとする。

３ 申請者は、申請の際に予定していた設備設置の完了日までに設備設置を完了しない場合は事

助金相当額を債務の支払に充当し、センターが定める様式によるクレジット契約等補助金充当

報告書に補助金相当額を債務の支払に充当したことを証する書類を添付してセンターに提出し

なくてはならない。また、クレジット契約等における支払が完了した日から起算して３０日以

内に、センターが定める様式によるクレジット契約等完済報告書に支払が完了したことを証す

る書類を添付してセンターに提出しなくてはならない。

４ 申請者がクレジット契約等を利用する場合は、申請者は、補助金を受領した後、速やかに、補

前にセンターの承認を受けなければならない。この場合において、センターは、その設備設置

の完了の遅延が、本人の責めに帰さないやむを得ない事情によるものと認める場合には、これ

を承認する。

（財産処分の制限等）

第１１条 交付規程第１７条第２項の取得財産等の処分を制限する期間を別表６のとおり定める。

２ 交付規程第１７条第４項及び第６項に基づきセンターが補助金の返納を求めるときは、当該返

納額は、減価償却資産における償却方法の考え方に基づき、補助金交付額等を勘案して算出さ

れる額とする。ただし、その取得財産等の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によ

るものとして次の各号に該当するときは、センターは補助金の返納を求めないものとする。

一 天災又は過失のない事故等により補助対象充電設備が使用不能となり廃棄処分した場合

二 その他センターが特に認める場合

（充電設備の設置場所等に関する調査）  

第１２条 センターは、次世代自動車の利用環境の向上を図るため、充電設備の設置場所、仕様、

利用者の範囲等に関する情報について調査し、一般への提供等が可能となるよう努めるものと

する。

２ 設備設置に係る申請者は、やむを得ない場合を除き、前項の調査及び一般への提供等について、

センターに協力しなければならない。
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（予算が不足する場合の措置等）

第１３条 センターは、交付規程第７条第１項の審査をするに当たり、申請が多い場合には、公

募期間を短縮し、先着順で実施する。公募期間の短縮及び先着順位の設定方法については次の

各号のとおりとする。

一 公募途中において補助金申請額の累計が予算額を超えると予想される場合は、補助金予算

残額が５０億円に到達した時点でセンターのホームページ上で予告を行う。ただし、公募残

日数を考慮し予告の是非判断は、経済産業省及びGIOの指導のもとセンターが行う。

二 公募期間内に補助金申請額が予算額を超えた場合は、消印により先着順位を設定し、予算

額を越えた時点で終了とする。消印の日付が予算額を超えた当日及びそれ以降の申請につい

ては、これを無効とする。

則の制定及び変更（軽微なものを除く。）、補助金上限額の決定、ビジョンの承認、特別な仕

様に基づく工事の承認及びその他の補助金の交付をする業務に係る重要な決定をするときは、

当該審査委員会の審議を経なければならない。

（様式）

第１５条 交付規程及び実施細則によりセンターが定める様式は、様式１から様式２８までのと

おりとする。

（附則）

１．この実施細則の制定は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。

２．この実施細則は、交付規程の適用日（平成２５年３月１９日）から適用する。

（審査委員会）

第１４条 センターは、有識者等による審査委員会を組織し、交付規程の制定及び変更、実施細

（附則）

１．この実施細則の変更は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。

２．この実施細則は、平成２５年１０月２日から適用する。

（附則）

１．この実施細則の変更は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。

２．この実施細則は、平成２６年１月２１日から適用する。

（附則）

１．この実施細則の変更は、第１４条の審査委員会の審議を経て決定する。

２．この実施細則は、平成２６年４月１１日から適用する。
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（別表１-１）充電設備銘柄ごとの補助金交付上限額

急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

高岳製作所 HFR1-50B4 50kW以上 900 1,200 1,800,000

HFR1-50B3 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-40B3 30以上50kW未満 1,000 1,330 2,000,000

HFR1-40B4 850 1,130 1,700,000

HFR1-30B3 950 1,260 1,900,000

HFR1-30B4 800 1,060 1,600,000

HFR1-20B4S 10以上30kW未満 750 1,000 1,500,000

HFR1-20B4T 750 1,000 1,500,000

HFR1-10B4S 700 930 1,400,000

HFR1-10B4T 700 930 1,400,000

HFR1-50B4-A1 高機能 1,250 1,660 2,500,000

HFR1-40B4-A1 1,200 1,600 2,400,000

HFR1-30B4-A1 1,150 1,530 2,300,000

HFR1-20B4T-A1 1,100 1,460 2,200,000

HFR1-20B4S-A1 1,100 1,460 2,200,000

HFR1-10B4T-A1 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-10B4S-A1 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-50B4-A2 1,250 1,660 2,500,000

HFR1-40B4-A2 1,200 1,600 2,400,000

HFR1-30B4-A2 1,150 1,530 2,300,000

HFR1-20B4T-A2 1,100 1,460 2,200,000

HFR1-20B4S-A2 1,100 1,460 2,200,000

HFR1-10B4T-A2 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-10B4S-A2 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-50B4-A0L 1,200 1,600 2,400,000

HFR1-40B4-A0L 1,150 1,530 2,300,000

HFR1-30B4-A0L 1,100 1,460 2,200,000

HFR1-20B4T-A0L 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-20B4S-A0L 1,050 1,400 2,100,000

HFR1-10B4T-A0L 1,000 1,330 2,000,000

HFR1-10B4S-A0L 1,000 1,330 2,000,000
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急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

ハセテック LJ06-3P3W 50kW以上 900 1,200 1,800,000

LJ06-3P3W40 30以上50kW未満 850 1,130 1,700,000

LJ03-3P3W 10以上30kW未満 750 1,000 1,500,000

LJ06-3P3W-UN 高機能 1,250 1,660 2,500,000

LJ06-3P3W40-UN 1,200 1,600 2,400,000

LJ03-3P3W-UN 1,100 1,460 2,200,000

LJ06-3P3W-EN 1,250 1,660 2,500,000

LJ06-3P3W40-EN 1,200 1,600 2,400,000

LJ03-3P3W-EN 1,100 1,460 2,200,000

高砂製作所 TQVC500M3 50kW以上 900 1,200 1,800,000

TQVC440M3 30以上50kW未満 900 1,200 1,800,000

TQVC200M3 10以上30kW未満 900 1,200 1,800,000

九電テクノシ

ステムズ

KRCS-50W-1 高機能 2,500 3,330 5,450,000

KRCS-50-１ 1,990 2,650 3,980,000

KRCS-50-２ 1,810 2,420 3,630,000

KRCO-50-1 50kW以上 1,200 1,600 2,400,000

日産自動車 NSQC-44-A-1 30以上50kW未満 700 930 1,400,000

NSQC-44-B-1 820 1,100 1,650,000

NSQC-44-C-1 730 980 1,470,000

NSQC442B 380 500 760,000

NSQC442C 450 600 900,000

NSQC442BS 530 700 1,060,000

NSQC442CS 600 800 1,200,000

ニチコン NQC-A501 50kW以上 1,500 2,000 3,000,000

NQC-A502 1,100 1,460 2,200,000

NQC-A301 30以上50kW未満 1,200 1,600 2,400,000

NQC-A301S 1,250 1,660 2,800,000

NQC-A302 1,000 1,330 2,000,000

NQC-A202 10以上30kW未満 900 1,200 1,800,000

NQC-A102 700 930 1,400,000

NQC-A502E 高機能 1,300 1,730 2,600,000

NQC-A302E 1,200 1,600 2,400,000

NQC-A202E 1,100 1,460 2,200,000
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急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

富士電機 FRCH50B-2-01-ADFCK 高機能 1,300 1,730 2,600,000

FRCH50B-2-01-ADE00CK 1,400 1,860 2,800,000

FRCH50B-2-01-ADE01 1,500 2,000 3,000,000

FRCH50B-2-01-ADE01CK 1,800 2,400 3,600,000

FRCH50B-2-01-ADE02 1,500 2,000 3,000,000

FRCH50B-2-01-ADE02CK 1,800 2,400 3,600,000

FRCH44B-2-01-ADFCK 1,300 1,730 2,600,000

FRCH44B-2-01-ADE00CK 1,400 1,860 2,800,000

FRCH44B-2-01-ADE01 1,500 2,000 3,000,000

FRCH44B-2-01-ADE01CK 1,800 2,400 3,600,000

FRCH44B-2-01-ADE02 1,500 2,000 3,000,000

FRCH44B-2-01-ADE02CK 1,800 2,400 3,600,000

FRCM25C-01R-NNYCK 1,200 1,600 2,400,000

FRCM25C-01R-NYY00CK 1,300 1,730 2,600,000

FRCM25C-01R-NYY01 1,400 1,860 2,800,000

FRCM25C-01R-NYY01CK 1,700 2,260 3,400,000

FRCM25C-01R-NYY02 1,400 1,860 2,800,000

FRCM25C-01R-NYY02CK 1,700 2,260 3,400,000

FRCH50B-2-01 50kW以上 1,060 1,410 2,120,000

FRCH50B-2-01-ADF 1,000 1,330 2,000,000

FRCH50B-2-01-ADE00 1,100 1,460 2,200,000

FRCH44B-2-01 30以上50kW未満 950 1,260 1,900,000

FRCH44B-2-01-ADF 1,000 1,330 2,000,000

FRCH44B-2-01-ADE00 1,100 1,460 2,200,000

FRCH39B-2-01 950 1,260 1,900,000

FRCM25C 10以上30kW未満 900 1,200 1,800,000

FRCM25C-01R-NNY 900 1,200 1,800,000

FRCM25C-01R-NYY00 1,000 1,330 2,000,000

菊水電子工業 Milla-E50 50kW以上 1,000 1,330 2,000,000

Milla-E40 30以上50kW未満 950 1,260 1,900,000

Milla-E20 10以上30kW未満 750 1,000 1,500,000
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急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

ＧＳユアサ EVC-50KA 50kW以上 1,600 2,130 3,200,000

EVC-30KA 30以上50kW未満 1,250 1,660 2,600,000

EVC-R-30KA 950 1,260 1,900,000

EVC-20KA 10以上30kW未満 1,000 1,330 2,200,000

EVC-20KD 1,000 1,330 3,400,000

EVC-R-20KA 900 1,200 1,800,000

EVC-R-20KD 1,000 1,330 3,100,000

NTTファシリ

ティーズ

FSQC-50-1-Ｓ 高機能 1,200 1,600 2,400,000

FSQC-50-1-NW-U 1,500 2,000 3,000,000

FSQC-50-1-NW-D 1,500 2,000 3,000,000

FSQC-40-1-Ｓ 1,050 1,400 2,100,000

FSQC-40-1-NW-U 1,350 1,800 2,700,000

FSQC-40-1-NW-D 1,350 1,800 2,700,000

FSQC-30-1-Ｓ 950 1,260 1,900,000

FSQC-30-1-NW-U 1,200 1,600 2,400,000

FSQC-30-1-NW-D 1,200 1,600 2,400,000

FSQC-20-1-Ｓ 800 1,060 1,600,000

FSQC-20-1-NW-U 1,100 1,460 2,200,000

FSQC-20-1-NW-D 1,100 1,460 2,200,000

安川電機 CEBT-S1AA2050EAA 50kW以上 1,750 2,330 3,600,000

CEBT-W1AA2050EAA 1,750 2,330 4,900,000

CEBT-S1AA2050EUA 1,750 2,330 3,860,000

CEBT-W1AA2050EUA 1,750 2,330 5,200,000

JFEエンジニ

アリング

RAPIDAS-R 高機能 2,450 3,260 4,900,000

RAPIDAS-R-A 2,500 3,330 5,600,000

日本電気 NQVC500M3 50kW以上 1,250 1,660 2,500,000

NQVC440M3 30以上50kW未満 1,250 1,660 2,500,000

デルタ電子 DCO-503A3A 50ｋＷ以上 1,250 1,660 2,500,000

DCO-463A3A 30以上50kW未満 1,250 1,660 2,500,000

DCO-303A3A 970 1,300 1,950,000
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5

急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

日立製作所 HI-QC001-CN44 高機能 2,470 3,300 4,950,000

HI-QC001-CN43 2,150 2,860 4,300,000

HI-QC001-CN42 1,720 2,300 3,450,000

HI-QC001-CN41 1,200 1,600 2,400,000

HI-QC101-CN42 2,120 2,830 4,250,000

HI-QC101-CN41 1,550 2,060 3,100,000

HI-QC301-CN41 1,800 2,400 3,600,000

HI-QC302-CN41 2,050 2,730 4,100,000

HI-QC002-CN42 2,000 2,660 4,000,000

HI-QC002-CN41 1,450 1,930 2,900,000

HI-QC001-CN33 1,920 2,560 3,850,000

HI-QC001-CN32 1,500 2,000 3,000,000

HI-QC001-CN31 970 1,300 1,950,000

HI-QC101-CN32 1,900 2,530 3,800,000

HI-QC101-CN31 1,320 1,760 2,650,000

HI-QC301-CN31 1,570 2,100 3,150,000

HI-QC302-CN31 1,820 2,430 3,650,000

HI-QC002-CN32 1,770 2,360 3,550,000

HI-QC002-CN31 1,220 1,630 2,450,000

HI-QC301-CN32 2,500 3,330 5,400,000

HI-QC301-CN42 2,500 3,330 5,850,000

HI-QC302-CN32 2,500 3,330 5,950,000

HI-QC302-CN42 2,500 3,330 6,400,000

HI-QC601-CN31 1,370 1,830 2,750,000

HI-QC601-CN41 1,600 2,130 3,200,000

HI-QC602-CN31 1,620 2,160 3,250,000

HI-QC602-CN41 1,850 2,460 3,700,000

HI-QC601-CN32 2,300 3,060 4,600,000

HI-QC601-CN42 2,500 3,330 5,050,000

HI-QC602-CN32 2,500 3,330 5,150,000

HI-QC602-CN42 2,500 3,330 5,600,000
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6

急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

日鉄エレック

ス

M-S-151 高機能 1,400 1,860 2,800,000

M-S-152 1,650 2,200 3,300,000

M-S-153 1,900 2,530 3,800,000

M-S-154 2,150 2,860 4,300,000

M-S-155 2,400 3,200 4,800,000

M-S-301 1,850 2,460 3,700,000

M-S-302 2,100 2,800 4,200,000

M-S-303 2,350 3,130 4,700,000

M-S-304 2,500 3,330 5,200,000

M-S-305 2,500 3,330 5,700,000

M-S-501 2,200 2,930 4,400,000

M-S-502 2,450 3,260 4,900,000

M-S-503 2,500 3,330 5,400,000

M-S-504 2,500 3,330 5,900,000

M-S-505 2,500 3,330 6,400,000

EV-M50 1,900 2,530 3,800,000

EV-50 50kW以上 1,170 1,560 2,350,000

EV-50-3219 1,750 2,330 3,900,000

EV-50-3233 1,750 2,330 3,500,000

EV-30 30以上50kW未満 1,120 1,500 2,250,000

EV-15 10以上30kW未満 820 1,100 1,650,000

エネゲート ECOQ-Q500 高機能 2,000 2,660 4,000,000

ECOQ-Q440 1,750 2,330 3,500,000

ECOQ-Q200 1,500 2,000 3,000,000

日本リライア

ンス

EVQC-5250S 50kW以上 1,750 2,330 5,300,000

EVQC-5250 1,500 2,000 3,000,000

EVQC-7250 1,250 1,660 2,500,000

EVQC-7240 30以上50kW未満 1,150 1,530 2,300,000

EVQC-5225S 10以上30kW未満 1,000 1,330 4,800,000

EVQC-5225 1,000 1,330 2,700,000

EVQC-7225 1,000 1,330 2,200,000
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急速充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交付

上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交付

上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

新電元 SDQC-50-S 高機能 1,220 1,630 2,450,000

SDQC-50-U 1,520 2,030 3,050,000

SDQC-30-S 970 1,300 1,950,000

SDQC-30-U 1,270 1,700 2,550,000

SDQC-20-S 850 1,130 1,700,000

SDQC-20-U 1,150 1,530 2,300,000

シンフォニア

テクノロジー

IEC-120-1A 30以上50kW未満 1,150 1,530 2,300,000

IEC-120-2A 1,250 1,660 2,800,000

古川電気 FSCH50A 50kW以上

30以上50kW未満

1,600 2,130 3,200,000

FSCH44A 1,250 1,660 3,100,000

デンゲン DEV-10KW 10以上30kW未満 1,000 1,330 2,000,000
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8

普通充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交

付上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交

付上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

豊田自動織機 EVC1 普通充電設備 200 260 440,000

EVC1-IC 高機能普通充電設備 300 400 600,000

トヨタメディ

アサービス

TM-GSEV2A0081 高機能普通充電設備 160 210 320,000

TM-GSEV2A1081 180 250 378,000

TM-GSEV2B0081 240 320 488,000

TM-GSEV2B1081 270 360 548,000

TM-GSEV2C0081 300 400 600,000

TM-GSEV2C1081 340 450 680,000

三英社製作所 NJ028 高機能普通充電設備 210 280 420,000

NJ029 260 340 520,000

NJ030 普通充電設備 100 130 200,000

NJ017 200 260 480,000

NJ016 190 250 380,000

内外電機 EVCSP-1K1 高機能普通充電設備 190 260 390,000

EVCSP-1K2 340 450 680,000

EVCSP-1KE1 普通充電設備 120 160 250,000

EVCSP-1KE2 200 260 450,000

EVCSP-RC1 70 90 145,000

クリエイト・

プロ

W90998-039 普通充電設備
160 220 336,000

トキコテクノ ENT-TTA2 高機能普通充電設備 300 400 600,000

日立電線 ENT-HCA 普通充電設備 140 180 280,000

パナソニック DNE3000 普通充電設備 150 200 300,000

DNE3300 200 260 450,000

WK4322S,Q,W,B

WK4311S,Q,W,B

充電用コンセント

（※機械式駐車場に

設置されるものに限

る）

0 0 3,100～

WK3911,3901,

39115,39015
0 0 2,700～

WK4422S,Q,W,B

WK4411S,Q,W,B
0 0 9,600～

BPE021,011 20 30 54,300～
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普通充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交

付上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交

付上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

日立アイイー

システム

IE-EVMEC02 高機能普通充電設備 300 400 600,000

IE-EVMEC04 400 530 1,000,000

IE-EVMEC02-IC 350 460 700,000

IE-EVMEC04-IC 400 530 1,200,000

トヨタホーム EVHJ 普通充電設備 130 170 260,000

EVH1-H 60 80 120,000

パナソニック

システムネッ

トワークス

(社名変更：旧

パナソニック

SSインフラシ

ステム)

AF-XC300N 高機能普通充電設備 210 290 438,000

AF-XC300W 330 440 660,000

AF-XC330N 360 480 725,000

AF-XC330R 400 530 875,000

AF-XC330C 400 530 875,000

AF-XC330W
400 530 915,000

アイエムティ NC200-NK 普通充電設備 200 260 600,000

日本電気 H01-S/C 高機能普通充電設備 390 530 798,000

H01-S 普通充電設備 150 200 300,000

富士オートメ

ーション

SC-P01 高機能普通充電設備 300 400 600,000

SC-C01 普通充電設備 200 260 500,000

ニチコン ZHTP1580R 高機能普通充電設備 240 320 480,000

新電元 PM-CS01-S 高機能普通充電設備 220 290 440,000

福西電機 FDS-COIN1R 高機能普通充電設備 390 530 795,000

FDS-COIN1 360 480 720,000

FDS-COIN2R 400 530 1,075,000

FDS-COIN2 400 530 1,000,000

FDA-CREDIT1 400 530 1,000,000

FDA-CREDIT2 400 530 1,150,000

FDK-FEL1 400 530 840,000

FDK-FEL2 400 530 1,000,000

FDK-FEL1W 400 530 880,000

FDK-FEL2W 400 530 1,040,000

松井電器 EEL-001Mode3 高機能普通充電設備 400 530 1,500,000

日東工業 EVP－1GT 普通充電設備 70 100 150,000

－76－

最新情報は当ホームページ「充電設備補助金上限額 PDF」を参照ください。 



10

普通充電設備（平成２５年７月３１日現在）

メーカー名 型式 区分

補助金交

付上限額

補助率1/2

（千円）

補助金交

付上限額

補助率2/3

（千円）

（参考）

本体価格

（円）

椿本チエイン TPS02 高機能普通充電設備 400 530 1,500,000

サンワ SNS1200E500-S 高機能普通充電設備 390 520 780,000

九電テクノシ

ステムズ
KNCO-3-1 高機能普通充電設備 290 390 598,000

－77－
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（
別

表
１

-
２
）

設
置

工
事

の
詳

細
項

目
毎

の
補

助
金
交

付
上

限
額

（
単

位
：

円
）

注
１

：
一

つ
の

工
事

に
お

い
て

、
急

速
充

電
設

備
と

普
通

充
電

設
備

を
同
時

に
設

置
す

る
場

合
は

、
急
速
充

電
設

備
設

置
工

事
の

上
限
額

を
適

用
す

る
。

注
２

：
特

別
な

仕
様

に
基

づ
く

工
事

と
は

、
当

該
設

置
場

所
を

管
轄

す
る
国

・
自

治
体

等
が

充
電

設
備

に
つ

い
て

特
別

に
適

用
を

指
示
す

る
規

格
及

び
仕

様
に

基
づ

い
て

工
事

を
行

う
必

要
が

あ
る

場
合

で
、

特
に

セ
ン

タ
ー

が
認

め
る

工
事

を
い

う
。

事
業

の
種

類
第

１
の

事
業

（
補

助
率

２
／

３
）

第
２

の
事

業
及

び
第

３
の

事
業

（
補

助
率

１
／

２
）

工
事

区
分

(注
1)

急
速

充
電

設
備

設
置

工
事

普
通

充
電

設
備

設
置

工
事

特
別

な
仕

様
に

基
づ

く
工

事
(注

2)

急
速

充
電

設
備

設
置

工
事

普
通

充
電

設
備

設
置

工
事

特
別

な
仕

様
に

基
づ

く
工

事
(注

2)

工
事

項
目

ご
と

の

補
助

上
限

額

①
高

圧
受

変
電

設
備

1
,
3
3
0
,
0
0
0

1
,
3
3
0
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
5
0
0
,
0
0
0

②
電

気
配

線
1
,
6
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

6
,
2
0
0
,
0
0
0

1
,
2
5
0
,
0
0
0

7
5
0
,
0
0
0

4
,
6
5
0
,
0
0
0

③
電

力
供

給
対

応
8
0
0
,
0
0
0

適
用

外
8
0
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

適
用

外
6
0
0
,
0
0
0

④
充

電
器

本
体

据
付

4
0
0
,
0
0
0

1
3
0
,
0
0
0

4
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

⑤
充

電
ス

ペ
ー

ス
整

備
1
,
3
3
0
,
0
0
0

1
,
3
3
0
,
0
0
0

1
,
6
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
2
5
0
,
0
0
0

⑥
付
帯

設
備

2
,
2
3
0
,
0
0
0

2
,
2
3
0
,
0
0
0

2
,
8
3
0
,
0
0
0

1
,
6
7
0
,
0
0
0

1
,
6
7
0
,
0
0
0

2
,
1
2
0
,
0
0
0

⑦
そ

の
他

工
事

に
係

る
費

用
2
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

工
事

区
分

に
応

じ
た

補
助

上
限

額
7
,
6
3
0
,
0
0
0

6
,
6
9
0
,
0
0
0

2
5
,
4
3
0
,
0
0
0

5
,
7
2
0
,
0
0
0

5
,
0
2
0
,
0
0
0

1
9
,
0
7
0
,
0
0
0

注
３
：
「
実
施
細
則
」
別
表
１
－
２
で
示
す
「
工
事
項
目
」
の
い
ず
れ
か
が
補
助
上
限
額
を
超
え
る
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
様
式
を
用
い
「
工
事
項
目
ご
と
の
補
助

　
　
　

上
限
額
超
過
を
含
む
工
事
」
の
承
認
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

－78－



－79－



－80－



－81－



－82－



 

参考４．様式 

様式番号 名 称 

申
請 

１－１ 交付申請書 第 1の事業 

１－２ 交付申請書 第 2の事業 

１－３ 交付申請書 第 3の事業 

１－４ 交付申請書 第 4の事業 

２ 共同申請書 

３ 「特別な仕様に基づく工事」申請事由書 

４ 充電器設置工事 見積書 

５ 第 3の事業に関する誓約書 

- ６ 補助金交付決定通知書 

実
績
報
告 

７－１ 実績報告書 第 1の事業 

７－２ 実績報告書 第 2の事業 

７－３ 実績報告書 第 3の事業 

７－４ 実績報告書 第 4の事業 

８ 充電設備機器設置完了報告書 

９ 充電設備設置工事完了報告書 

１０ 工事実績内訳確認書 

１１ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表 

１２ 貸与料金の算定根拠明細書 

- １３ 補助金の額の確定通知書 

変
更
手
続
き 

１４ 補助金交付申請取下書 

１５ 変更届出書 

１６ 計画変更承認申請書 

１７ 計画変更承認通知書 

１８ 遅延等報告書 

１９ 実施状況報告書 

取
消

２０ 交付決定取消通知書 

２１ 補助金返還命令書 

財
産

処
分

２２ 財産処分承認申請書 

２３ 財産処分承認通知書 

ク
レ
ジ
ッ

ト 

２４ クレジット契約等による補助金受給に関する取決書 

２５ 補助金充当報告書 

２６ 完済報告書 

その他 ２７ 第 3の事業に関する共同住宅・月極駐車場等証明書提出書 
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申請）。
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申請）。
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（様式０５） 設備設置（平成２４年度補正） 

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金 

第３の事業申請に係わる誓約書 
平成  年  月  日 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代 表 理 事 殿 

申請者 住所 〒 

氏名又は名称 
及び代表者名(法人) 

充電設備設置場所 住所 〒 

私（申請者）は、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金業務実施細則（別表２）

に規定する「充電設備の設置場所が共同住宅または月極駐車場等であることを証する書類」

の提出ができませんので、以下の内容について誓約いたします。 

記 

１．「充電設備の設置場所が共同住宅または月極駐車場等であることを証する書類」の提出が

可能となった場合には、速やかにセンターへ提出します。 

２．上記充電設備設置場所等は、以下にチェックした事項で間違いありません。

共同住宅への充電設備設置の場合 ✓欄

１．補助金申請する充電設備の設置場所は、共同住宅の敷地内にある。
□ 

はい

□ 

いいえ

２．共同住宅は、新築または既築の区分は右記のとおりである。
□

新築

□

既築

３．共同住宅は、分譲または賃貸の区分は右記の通りである。
□

賃貸

□

分譲

月極駐車場等への充電設備設置の場合 ✓欄

１．充電設備を設置する駐車場は、賃貸である。
□ 

はい

□ 

いいえ

２．賃貸契約での賃貸期間は、1 か月以上の期間となっている。 
□ 

はい

□ 

いいえ

３． 本誓約した内容に間違いがあることが判明した場合は、補助金が交付されないこと、ま

たは交付されている場合は、交付された補助金を全額返却することを承諾いたします。 

以上 

印

－96－



（様式７-１） 設備設置（平成２４年度補正）

（６）補助金交付決定番号

）

誤記修正に必要です。

名称

（２）設置工事開始日 年

月

（４）すべての支払完了日 日

日年

３．振込先

（３）設置工事完了日

月 日　)

２．充電設備設置工事に関する事項

月年日

平成

－

（１）設置場所等

-

平成

－－ ）（

補
助
金
振
込
先

都道
府県

（その他

月

支店ｺｰﾄﾞ

共同申請がある場合は✓してください。

フリガナ

平成

工事区分：　　　　　　　　　　　　　      　　     　　　　（該当するものに✓してください。）

※日中連絡できる
ＴＥＬ番号を記入

所属・担当者（個人の場合は記入不要）

フリガナ

年

１．申請者に関する事項

〒

－（５）申請者の連絡先等 （

代表者名：

（

（４）申請者の分類

（３）代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　（個人の場合は記入不要）

）

銀行コード

保有期間： P

口座番号

センター
確認

預金種目（該当するものにレを記入）

【センター使用欄】

口座番号（右詰で記入）

報告日

　私（申請者）は、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程第１２条第１項の規定に基づき、以下の通り報告いたします。

日月

-

（２）氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

氏名
（法人等の場合は名称）

都道
府県

〒

第　充電－　　　

TEL FAX

役職：　　　　　　　　　　　　

支店名等

（交付決定通知日：平成号

設置場所店舗等の名称

年

）
金融機関名と店名

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金実績報告書

該当するものに✓してください。

住所

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

口座名義
（カタカナ）

平成

第１の事業 実績報告用 

急速 普通 特別 

本店 支店 出張所 銀行 信金 信組 

普通・総合 当座 貯蓄 その他 

地方公共団体 個人 法人（ﾏﾝｼｮﾝ管理組合を含み、ﾘｰｽ会社を除く） リース会社 

捺
印

捨
印
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（様式７-１） 設備設置（平成２４年度補正）

円円

円

円

円 円円

円

円

オ． 基

円

※センターのＨＰにてご確認ください。

×２／３＝イ．

 コ．

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

ウ． 円

※ エ×オ

※１万円未満は切り
捨ててください。

（４）一基あたりの補助金交付見込額 エ．

（５）設置の基数

円

×２／３＝イ．

　メーカ名(

（６）補助金交付見込額 カ．

（３）補助上限額

製造番号

※センターのＨＰにてご確認ください。

円（２）本体価格（工事費、消費税除く）  ア． 円

)　型式(

補助金の額　ケ．

【センター記入欄】 交付決定額

※キまたはクの低い方を記入してく
ださい。

確定額

円

※設置基数をご記入ください。

カの合計を記入ください。円

　メーカ名(

円
※１万円未満は切り

捨ててください。

（７）その他工事に係る費用

円

基

合計　キ．

（５）設置の基数 オ．

（６）補助金交付見込額 カ．

５．充電設備設置工事の補助金交付見込額

（６）付帯設備

円（１）高圧受変電設備

円

（３）電力供給対応

（２）電気配線

補助対象設置工事項目 支払額

（４）充電器本体据付

円

円

（２）本体価格（工事費、消費税除く）  ア． 円

（１）充電設備の種類

（４）一基あたりの補助金交付見込額 エ．

（３）補助上限額 ウ．

製造番号
（複数台ある場合は

全て記入してください）

（複数台ある場合は
全て記入してください）

４．充電設備機器の補助金交付見込額 機械式駐車場の場合は✓してください。

）

※設置基数をご記入ください。

（１）充電設備の種類

円 ※ エ×オ

円 ※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

)　型式( ）

円

円 円

円

円 円

円

円

円

※交付決定通知に記載の充電設備
の交付決定額をご記入ください。交付決定額　ク．

②工事項目ごとの
交付決定額

円

①支払額×補助率（2/3）
（1万円未満は切り捨て）

円

円

円

円

①と②のいずれか低い方

円 円

円

円

（５）充電スペース整備

※補助金交付決定通知に記載された金額をご記入下さい。

設置工事交付決定額※ 設置工事補助金交付見込額

円

合　　　　　計

【センター記入欄】 交付決定額 確定額

※コとサのいずれか低い
方をご記入ください。 サ．  シ．

急速 普通

急速 普通

捨
印

誤記修正に必要です。
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（様式７-2） 設備設置（平成２４年度補正）

（２）氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

-

（４）申請者の分類

該当するものに✓してください。

〒

（交付決定通知日：平成

（その他

２．充電設備設置工事に関する事項

-

設置場所店舗等の名称

都道
府県

３．振込先

補
助
金
振
込
先

〒

（１）設置場所等

名称

工事区分：　　　　　　　　　　　　　      　　     　　　　（該当するものに✓してください。）

１．申請者に関する事項

代表者名：

（

役職：　　　　　　　　　　　　

（３）代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　（個人の場合は記入不要）

平成

※日中連絡できる
ＴＥＬ番号を記入

所属・担当者（個人の場合は記入不要）

都道
府県

フリガナ

共同申請がある場合は✓してください。

年

－

フリガナ

－－

氏名
（法人等の場合は名称）

（ ）

報告日

　私（申請者）は、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程第１２条第１項の規定に基づき、以下の通り報告いたします。

日月

FAX

住所

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

（５）申請者の連絡先等 （）

TEL

）－

（６）補助金交付決定番号

年

月

（４）すべての支払完了日

第　充電－　　　

（３）設置工事完了日

平成

）

誤記修正に必要です。

平成

銀行コード

日月

日年

月年日

センター
確認

口座番号（右詰で記入）預金種目（該当するものにレを記入）

支店ｺｰﾄﾞ

日　)

保有期間： リース期間：

号

平成

【センター使用欄】

口座名義
（カタカナ）

口座番号

金融機関名と店名

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金実績報告書

（２）設置工事開始日

月年

支店名等

捨
印

第２の事業 実績報告用 

地方公共団体 個人 法人（ﾏﾝｼｮﾝ管理組合を含み、ﾘｰｽ会社を除く） リース会社 

捺
印

急速 普通 特別 

本店 支店 出張所 銀行 信金 信組 

普通・総合 当座 貯蓄 その他 
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（様式７-2） 設備設置（平成２４年度補正）

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

（５）設置の基数 オ．

（３）補助上限額 ウ． 円

（４）一基あたりの補助金交付見込額 エ．

５．充電設備設置工事の補助金交付見込額

補助対象設置工事項目

カ．

交付決定額

※ エ×オ

カの合計を記入ください。

交付決定額　ク．

※キまたはクの低い方を記入してく
ださい。

【センター記入欄】

円

※センターのＨＰにてご確認ください。

※設置基数をご記入ください。

円

円

円

円

円円

円

円

（１）高圧受変電設備

円

円

円

（２）電気配線

円

円

（４）充電器本体据付

円

円 円

円（３）電力供給対応

円

（５）設置の基数 オ． 基

（１）充電設備の種類

（６）補助金交付見込額

（３）補助上限額 ウ． 円

（６）補助金交付見込額

（４）一基あたりの補助金交付見込額

製造番号
（複数台ある場合は

全て記入してください）

※ エ×オ

円
※１万円未満は切り

捨ててください。

カ． 円

※設置基数をご記入ください。

エ．

（２）本体価格（工事費、消費税除く）  ア． 円 ×１／２＝イ．

円

製造番号

基

（２）本体価格（工事費、消費税除く）  ア．

　メーカ名(

円
※１万円未満は切り

捨ててください。

)　型式(

円 ×１／２＝イ．

円

円

円

（複数台ある場合は
全て記入してください）

①支払額×補助率（1/2）
（1万円未満は切り捨て）

※交付決定通知に記載の充電設備
の交付決定額をご記入ください。

円

合計　キ． 円

円

①と②のいずれか低い方

円

円

補助金の額　ケ．

円

②工事項目ごとの
交付決定額

（６）付帯設備

確定額

【センター記入欄】 交付決定額 確定額

支払額

（５）充電スペース整備

※補助金交付決定通知に記載された金額をご記入下さい。

設置工事補助金交付見込額

円

円

（７）その他工事に係る費用

設置工事交付決定額※

円

コとサのいずれか低い
方をご記入ください。 サ．  シ．

合　　　　　計 円

円

円

 コ．

円

円

４．充電設備機器の補助金交付見込額 機械式駐車場の場合は✓してください。

)　型式( ）
（１）充電設備の種類

　メーカ名(

※センターのＨＰにてご確認ください。

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

）

急速 普通

急速 普通

捨
印

誤記修正に必要です。
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（様式７-3） 設備設置（平成２４年度補正）

【センター使用欄】

センター
確認

保有期間： リース期間：

口座番号
預金種目（該当するものにレを記入） 口座番号（右詰で記入）

支店ｺｰﾄﾞ

（その他 ）
金融機関名と店名

名称 銀行コード 支店名等

日 工事区分：　　　　　　　　　　　　　     　　     　　　　（該当するものに✓してください。）

３．振込先

補
助
金
振
込
先

口座名義
（カタカナ）

月 日

（３）設置工事完了日 平成 年 月

日 （４）すべての支払完了日 平成 年

設置場所店舗等の名称

（２）設置工事開始日 平成 年 月

-

都道
府県

月 日　)

２．充電設備設置工事に関する事項

（１）設置場所等

〒

）

（６）補助金交付決定番号 第　充電－　　　 号 （交付決定通知日：平成 年

※日中連絡できる
ＴＥＬ番号を記入（ － － ） （（５）申請者の連絡先等

TEL FAX 所属・担当者（個人の場合は記入不要）

－ － ） （

代表者名： フリガナ

（４）申請者の分類

該当するものに✓してください。

都道
府県

（２）氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

氏名
（法人等の場合は名称） フリガナ

（３）代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　（個人の場合は記入不要）

役職：　　　　　　　　　　　　

-

　私（申請者）は、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程第１２条第１項の規定に基づき、以下の通り報告いたします。

１．申請者に関する事項
共同申請がある場合は✓してください。

住所
〒

年 月 日

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金実績報告書

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿 報告日 平成

捺
印

地方公共団体 個人 法人（ﾏﾝｼｮﾝ管理組合を含み、ﾘｰｽ会社を除く） リース会社 

急速 普通 特別 

本店 支店 出張所 銀行 信金 信組 

普通・総合 当座 貯蓄 その他 

第３の事業 実績報告用 

捨
印

誤記修正に必要です。 
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（様式７-3） 設備設置（平成２４年度補正）

（５）設置の基数 オ．

※交付決定通知に記載の充電設
備の交付決定額をご記入くださ
い。

基 ※設置基数をご記入ください。

（４）充電器本体据付

エ． 円 ※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

円

合計　キ．

※ エ×オ

円

円

（６）補助金交付見込額 カ．

（１）高圧受変電設備

円

補助対象設置工事項目 支払額

補助金の額　ケ．

円

円

①支払額×補助率（1/2）
（1万円未満は切り捨て）

②工事項目ごとの
交付決定額

円

カの合計を記入ください。

円

円

【センター記入欄】

※センターのＨＰにてご確認ください。

交付決定額　ク．

）

円
※１万円未満は切り

捨ててください。

（３）補助上限額 ウ．

（２）本体価格（工事費、消費税除く） ×１／２＝イ．

（５）設置の基数 オ． 基

（６）補助金交付見込額

 ア．

製造番号

　メーカ名(

カ． 円

)　型式(

円

円

確定額

５．充電設備設置工事の補助金交付見込額

（４）一基あたりの補助金交付見込額

円

円

円 円

円 円

円

円
※１万円未満は切り

捨ててください。

※センターのＨＰにてご確認ください。

円

円

円

（複数台ある場合は
全て記入してください）

円

）

円

（１）充電設備の種類

（４）一基あたりの補助金交付見込額

　メーカ名(

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

×１／２＝イ．

（３）補助上限額 ウ．

【センター記入欄】 交付決定額

（複数台ある場合は
全て記入してください）

※ エ×オ

①と②のいずれか低い方

※補助金交付決定通知に記載された金額をご記入下さい。

設置工事補助金交付見込額

４．充電設備機器の補助金交付見込額 機械式駐車場の場合は✓してください。

)　型式(

円

製造番号

※キまたはクの低い方を記入してく
ださい。

※設置基数をご記入ください。

（１）充電設備の種類

円

（２）本体価格（工事費、消費税除く）

エ．

 ア．

 コ．

円

円

確定額

（６）付帯設備

円

円円

円円

※コとサのいずれか低い
方をご記入ください。 サ．  シ．設置工事交付決定額※ 円

合　　　　　計

円

円

円

円 円

円

円

交付決定額

（５）充電スペース整備

（７）その他工事に係る費用

（３）電力供給対応

（２）電気配線

捨
印

誤記修正に必要です。

急速 普通

急速 普通
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（様式7-4） 設備設置（平成２４年度補正）

月 日　)

名称

都道
府県

都道
府県

）

支店名等

（６）補助金交付決定番号

共同申請がある場合は✓してください。

－

フリガナ

平成

※日中連絡できる
ＴＥＬ番号を記入

所属・担当者（個人の場合は記入不要）

フリガナ

年

１．申請者に関する事項

代表者名：

（ －－

誤記修正に必要です。

（）－

（１）設置場所等

-

設置場所店舗等の名称

（５）申請者の連絡先等 （

２．充電設備設置工事に関する事項

）

〒

氏名
（法人等の場合は名称）

役職：　　　　　　　　　　　　

）

（３）設置工事完了日

（４）申請者の分類

該当するものに✓してください。

〒

（３）代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　（個人の場合は記入不要）

（２）氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

-

報告日

　私（申請者）は、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金交付規程第１２条第１項の規定に基づき、以下の通り報告いたします。

日月

FAX

住所

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金実績報告書

平成 年

月

（４）すべての支払完了日 日

TEL

口座番号

（２）設置工事開始日 月年日

センター
確認

平成

銀行コード

日年

平成月

３．振込先

補
助
金
振
込
先

（交付決定通知日：平成

（その他

支店ｺｰﾄﾞ

号 年

預金種目（該当するものにレを記入） 口座番号（右詰で記入）

第　充電－　　　

保有期間： リース期間：
【センター使用欄】

金融機関名と店名

口座名義
（カタカナ）

捺
印

第４の事業 実績報告用 

捨
印

地方公共団体 個人 法人（ﾏﾝｼｮﾝ管理組合を含み、ﾘｰｽ会社を除く） リース会社 

銀行 信金 信組 本店 支店 出張所 

普通・総合 当座 貯蓄 その他 
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（様式7-4） 設備設置（平成２４年度補正）

（１）充電設備の種類
製造番号 （複数台ある場合は

全て記入してください）

)　型式( ）

ウ．

　メーカ名(

４．充電設備機器の補助金交付見込額

※ エ×オ

カの合計を記入ください。

機械式駐車場の場合は✓してください。

※１万円未満は切り
捨ててください。円 ア．

×１／２＝イ．

（２）本体価格（工事費、消費税除く）

（３）補助上限額

円

オ． 基

エ．（４）一基あたりの補助金交付見込額

（２）本体価格（工事費、消費税除く）

（６）補助金交付見込額

（３）補助上限額

 ア．

製造番号

※ エ×オ

円

カ．

（５）設置の基数

（１）充電設備の種類

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。

※設置基数をご記入ください。

カ．

ウ． 円

※イまたはウのいずれ安価な方をご記入ください。円

（複数台ある場合は
全て記入してください）

　メーカ名( )　型式( ）

※センターのＨＰにてご確認ください。円

×１／２＝イ． 円

円
※１万円未満は切り

捨ててください。円

※センターのＨＰにてご確認ください。

合計　キ．

エ．

（５）設置の基数

交付決定額　ク．

（４）一基あたりの補助金交付見込額

※設置基数をご記入ください。

円

円

※交付決定通知に記載の充電設
備の交付決定額をご記入ください。

※キまたはクの低い方を記入してく
ださい。

基

（６）補助金交付見込額

円

オ．

補助金の額　ケ． 円

確定額【センター記入欄】 交付決定額

捨
印

急速 普通

急速 普通

誤記修正に必要です。
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請　求

工事実績金額
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請　求
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（様式２７） 設備設置（平成２４年度補正） 

次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金 

第 3の事業に関する共同住宅・月極駐車場等証明書提出書 

届出日  平成  年  月  日 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事 殿 

（申請者）

住 所〒 

氏名又は名称

及び代表者名

 下記補助金交付決定番号をもって交付決定を受けた次世代自動車充電インフラ整備促進事業補

助金の第 3の事業に関し、先に誓約書を提出しておりましたが、充電設備の設置場所が共同住宅

への設置であることまたは月極駐車場等への設置であることを証する書類を入手しましたの

で、下記書類を提出致します。 

記 

１．交付決定番号

２．提出書類

共同住宅への充電設備設置の場合の書類 ✓願います

１．建築確認通知書、建築基準法第 6 条第 12 項記載の確認済証など

で共同住宅であることが明記されている書類のコピー。
□

２．共同住宅の賃貸借契約書のコピー □

月極駐車場等への充電設備設置の場合の書類 ✓願います

１．月極駐車場等の賃貸借契約書のコピー □

以上 

印
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